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午前９時２９分 委員会開会 

○委員長（西田  真） 皆さん、おはようございま

す。 

 定刻少し前ですけど、皆さんおそろいですので、

ただいまより総務委員会を開会いたします。 

 最近も雨だったり晴天だったりということで寒

暖が非常に厳しく、体調の管理が皆さん大変だと思

いますけど、どうぞご自愛していただきますように。

そして、コロナ感染のほうが少し少なくなってきて

おりますが、油断することなく、皆さんそれぞれが

ご自愛していただきますように、感染しない、させ

ないという気持ちで頑張っていただきたいと思い

ます。 

 また、市内を見ますと、稲刈りのほうが急ピッチ

で進んでいるところであります。また、地域によっ

てはもう終わってるところも多くあるように見か

けております。また、収量のほうに対しましてもあ

まり影響がない、この間の夏の長雨の影響もあまり

ないということも聞いております。これも地域によ

って差があるようでございますけど、そういう状況

であります。 

 それでは、着座して進めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、当局から、成田総務部長の欠席について申

出がありましたので、ご了承願います。 

 まず、今日、明日２日間の審査の予定についてお

知らせをいたします。 

 審査の順序は、お手元の審査日程表のとおり、議

案の順序を変更し、本日は当委員会に付託された第

１１３号議案及び当分科会に分担された第１０６

号議案の審査として、説明、質疑、討論、表決まで

行い、その後、意見、要望のまとめを行う予定です。 

 また、報告事項が１件あります。 

 明日は、当委員会に付託、また当分科会に分担さ

れた議案の審査として、個別に説明、質疑、討論、

表決を行い、その後、意見、要望のまとめを行う予

定としております。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせ、午前、午後に分けて所管部署の職員

に出席いただくよう要請しておりますので、ご了承

願います。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０３．０９．２１

が本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の委

員会の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては要点を押さえ、簡潔明瞭に行

っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお願

いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して課名と名字を

名乗ってから行っていただきますようお願いしま

す。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時３２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３２分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） 分科会を開会します。 

 これより３、協議事項、（１）付託・分担案件の

審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 第１０６号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に関する調書、財産に関する調査等についてであ

ります。 

 十分な質疑時間を確保するため、当局には新規事

業や前年度から大きな変更のあった事業及び主要

事業等を主として説明していただくよう依頼して

おります。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明をいただき、その後、組織順で課ごとに所管に

係る歳出、歳入、実質収支調書、財産調書等を続け

て説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、令和２年度決
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算認定議案に関しまして、一般会計について、まず

概要をご説明いたします。 

 初めに、決算書の５９０ページ、５９１ページの

実質収支に関する調書をご覧ください。５９０ペー

ジ、５９１ページでございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 令和２年度の一般会計の

決算額は、一番左の数字の欄でございます。歳入総

額が５９３億４，０２２万１，０００円、歳出総額

が５７６億４，０６９万４，０００円でございまし

た。翌年度への繰越財源５億３，０８３万円を除い

た実質収支額は１１億６，８６９万７，０００円の

黒字となっております。前年度の実質収支との差引

きであります単年度収支ですけれども、マイナスの

７，１２８万５，０００円の赤字ということになっ

ております。また、年度中の財政調整基金への積立

金や取崩し額など、いわゆる黒字、赤字要素を加味

した実質単年度収支ですけれども、一番下の欄にな

ります。２億６，４５６万９，０００円の黒字とな

っております。 

 戻っていただきまして、決算書の７ページをご覧

ください。先ほど単位１，０００円で申し上げまし

たけれども、一般会計の歳入総額、歳出総額はそこ

に記載のとおりでございまして、いわゆる実質収支

額ですけれども、１１億６，８６９万６，５０８円

という数字が出ております。 

 黒字の要因といたしましては、歳入では最終予算

と比較して市税収入が約１億９，０００万円の増額

となっております。一方、歳出のほうでは、地方創

生事業やら扶助費、小・中学校の空調整備やら除雪

経費の執行残などがございまして、総額で約９億９，

０００万円の不用額が生じたというようなことで

１１億６，０００万円余りの実質収支というふうに

なっております。 

 次に、８ページ、９ページをお開きください。歳

入歳出決算款別総括表です。まず、歳入ですけれど

も、歳入は１、市税、９、自動車取得税交付金、１

１、地方特例交付金、１２、地方交付税、１４、分

担金及び負担金、２１、繰越金などが減額となった

一方で、７、地方消費税交付金、１６、１７の国県

支出金、１９、寄附金、２２、諸収入などが増額と

なり、全体としまして対前年度比１０６億５，３４

６万２，０００円、２１．９％の増ということにな

っております。 

 主なものにつきましてですけれども、１、市税は、

個人市民税、軽自動車税が増額となったものの、コ

ロナウイルス感染症の影響で法人市民税、固定資産

税、入湯税などが減額となったことにより、全体と

して対前年度比２億４，７００万円余り、２．５％

の大幅減というふうになっております。 

 １２の地方交付税のうち普通交付税は、合併算定

替えの縮減などの影響により、約１億６，０００万

円の減となっております。 

 一方、特別交付税につきましては、約１億円の増

ということでございます。 

 それから、１４の分担金及び負担金ですけれども、

対前年約１億３，０００万円の減となっております

が、これは主に幼児教育・保育の無償化等によるも

のでございます。 

 １６、国庫支出金は、コロナウイルス感染症対策

に係る特別定額給付金、あと地方創生臨時交付金等

によりまして約１０４億円の大幅増ということで

ございます。 

 １９、寄附金は、ふるさと納税が好調で、約１億

６，０００万円の増額ということになっております。 

 また、２１、繰越金ですけれども、２０１９年度

から２０２０年度への繰越事業の不用額が大きく

減額になったことにより、約５億３，５００万円の

減額となっております。 

 自主財源の比率ですけれども、２０２０年度決算

では一般会計で２９．２％ということでございます。

昨年度が３５．５％でございますので、前年度より

６．３ポイント下がっております。大きく下がって

おりますが、これは先ほど申し上げました特別定額

給付金等の国庫支出金の大幅な増額が大きな要因

ということになっております。 

 次に、不納欠損ですけれども、総額が１１ページ

のちょうど真ん中の列になります。不納欠損７，７
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８４万９，７５０円となっております。 

 その右隣に収入未済額、総額が１９億７，４４６

万５，７３９円でございます。収入未済額ですけれ

ども、繰越事業の未収入特定財源、国庫支出金、諸

収入等がこの中に含まれておりまして、それらを控

除いたしました実質的な滞納額でございますけど

も、約６億３，９００万円というふうにご理解いた

だけたらと思います。 

 次に、歳出のほうですけれども、１２ページ、１

３ページをご覧ください。歳出ですが、１、議会費、

９、消防費、１１、災害復旧費などが減額となった

一方で、２、総務費、３、民生費、７、商工費、９、

土木費、１０、教育費などが増額となりまして、全

体として対前年度比１０４億４，６９１万３，００

０円、２２．１％の増となっております。 

 主な歳出の増減を申し上げますけれども、２、総

務費です。昨年度よりも８２億円の増となっており

ます。これは、コロナウイルス感染症対策の特別定

額給付金の支給によるものでございます。 

 また、３、民生費ですけれども、対前年約４億７，

５００万円の増となっております。主に、児童福祉

運営事業費及び子育て世帯への臨時特別給付金が

増額になったことによるものでございます。 

 ４、衛生費ですけれども、対前年約２億６，００

０万円の増でございます。主に、コロナウイルス感

染症対策の事業費、それと公立豊岡病院組合の負担

金の増額によるものです。 

 ７、商工費ですけれども、対前年約１１億５，０

００万円の増でございまして、主にＥＡＴ豊岡、Ｂ

ＵＹ豊岡の実施ですとか休業事業者への支援とい

ったような内容となっております。 

 ９、消防費は、昨年度と比較して約２億８，００

０万円の減です。これは、主に各消防署分署の設備・

施設整備事業費、それから防災行政無線の整備事業

の減額によるというものになっております。 

 １０、教育費は、昨年と比較して約６億８，００

０万円の増でございます。これは小学校のタブレッ

ト整備や植村直己冒険館機能強化事業が増額にな

ったことによるものです。 

 １３ページの中ほどの列で、翌年度繰越額がござ

います。一番下の翌年度繰越額の歳出額は２３億１，

６２４万円ということでございます。この金額を２

０２１年度に繰り越すというものでございます。 

 その右側の不用額が９億９，０４９万４，５４２

円、これは先ほど申し上げました実質収支額を黒字

にさせる大きな要因となっているものでございま

す。 

 それから、主な財政指標につきまして、ちょっと

概要を説明させていただきたいと思います。別途配

信いたしております令和２年度豊岡市決算の概要

という資料をご覧いただきたいと思います。豊岡市

決算の概要でございます。よろしいでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） こちらの２４ページをご

覧ください。こちらに主な財政指標を記載いたして

おります。２０１８年度から２０２０年度の３か年

で、主要な財政指標を経年比較できるように記載い

たしております。これは一般会計に診療所事業と霊

苑事業の特別会計を加えるなど調整を行った、いわ

ゆる普通会計ベースの数値となっております。 

 ちょうど真ん中辺りに経常収支比率がございます。

２０２０年度は９４．９％ということで、２０１９

年度が９３．４％ですので、１．５ポイント悪化し

ておるということでございます。これは、分母であ

る経常一般財源が０．８％減少する一方、分子であ

る経常一般財源を充当する経常的経費が０．８％増

加したため、１．５ポイントの経常収支比率が悪化

ということでございます。分母の減少の主な要因で

すけれども、それは市税、普通交付税の減額による

もの、分子の増加は主に公債費の増加によるもので

ございます。 

 その下に実質公債費比率、将来負担比率記載して

おります。記載のとおりですけれども、明日の健全

化判断比率の報告で説明をさせていただきたいと思

います。 

 今ご覧いただいております豊岡市決算の概要と

いう資料は、２６ページ、２７ページに財政用語の

解説などをまとめております。また、前半はグラフ
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などを多用して経年比較が分かりやすい資料とし

て作成いたしておりますので、後ほどご清覧いただ

ければと考えております。 

 一般会計の概要につきましては、以上でございま

す。 

 引き続き、財政課分の説明をさせていただきたい

と思います。 

 また決算書のほうに戻っていただきまして、１０

３ページをご覧ください。決算書の１０３ページを

ご覧ください。ちょうど真ん中辺りで、土地管理費

でございます。下から６行目に解体工事費が６，９

４１万３，３００円上がっております。これが、竹

野地域にあります旧竹野いこま荘という建物がご

ざいましたが、それを解体したものでございます。 

 同じページの一番下の行で、損害賠償金２５４万

９，２５０円でございます。これは、市が保有する

土地を売却した際、物件の地中から市と相手方双方

が認知していない残置物が発見されまして、その撤

去費用相当額を損害賠償金として支払ったもので

ございます。 

 次に、１０５ページをご覧ください。一番上の基

金管理費で、その上から６行目に財政調整基金積立

金７億３，０３６万円がございます。このうち７億

２，０００万円が財政課分でございます。７億２，

０００万円のうち６億２，０００万円が、前年度の

繰越金の確定に伴い、歳計剰余金処分として基金積

立てを行ったものであります。残りの１億円が、特

別交付税の確定に伴いまして、専門職大学に対して

行う８億円の寄附のために事前に基金への積立て

を行ったというものでございます。 

 それから、同じページのちょうど真ん中辺りに、

公共施設整備基金積立金１億１，９１０万円がござ

います。これは、出石文化会館跡地を民間に売却し

た収入を全額積み立てたものでございます。 

 ちょっと飛びますけれども、４２６ページ、４２

７ページをご覧ください。４２７ページ、上から３

つ目に土地取得費がございます。２，９１４万６，

０００円全額が財政課の所管でございまして、竹貫

にあります太陽光発電の収益によりまして、土地開

発基金から土地を買い戻すものです。今回１，９５

７．６６平方メートル買い戻すことができまして、

２０２０年度末で全体の４２．３％を買い戻すこと

ができたということになります。 

 同じページの一番下に予備費でございます。４２

６ページのちょうど真ん中ほどにマイナス表示が

ございます。５，７２４万４，０００円となってお

ります。この分が予備費を充用したということにな

ります。コロナウイルス感染症対策事業や中竹野小

学校の天井落下に伴う改修工事費等々で、全１７件

につきまして予備費を充用しておるところでござ

います。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。

２２ページですけれども、２２ページの真ん中から

２つ上にあります２款地方譲与税から２６ページ、

下から２つ目になりますけれども、交通安全対策特

別交付金、ここまでが財政課の所管となっておりま

す。 

 その中で、２５ページをご覧ください。上から４

つ目に法人事業税交付金とございます。５，０７２

万８，０００円でございますけども、これは２０２

０年度からの歳入ということで、皆増ということに

なります。 

 次にその下、地方消費税交付金です。１７億５，

０３０万６，０００円ですけれども、前年度より３

億３１１万６，０００円の増、２０．９％の増とな

っております。これは、税率の引上げ分が１年間分

入ってくるということになりましたので、大きく増

額しているものでございます。 

 それから、ちょっと飛んでいただきまして、４３

ページでございます。下から３つ目の枠にあります

国庫補助金の地方創生臨時交付金、これが１６億２，

３４１万円となっておりますけれども、各種コロナ

対策事業に充当した交付金ということでございま

す。 

 続きまして、５７ページをご覧ください。一番下

にあります土地売払い収入でございます。１億３，

９４７万９，５３７円とありますが、このうち財政

課分がほぼなんですけれども、１億３，４５９万９，
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５４８円となっております。主なものとしましては、

先ほど積立てのほうで説明いたしましたが、出石文

化会館の跡地１万６，９７５．２２平米を売却した

ものでございます。 

 ５９ページをご覧ください。上から２つ目の不用

物品売払い収入でございます。１，３３０万３，６

２９円ですが、このうち、ほぼ財政課の所管ですが、

インターネットの公有財産売却が好調でして、消防

ポンプ自動車、救急車、あとマイクロバスなどを売

却したものでございます。 

 それから、６３ページでございます。下から２つ

目の財政調整基金繰入金です。４億２，８１５万５，

０００円のうち３億８，６００万円が財政課所管で、

この分が財源不足のために取り崩したものという

ことでございます。最終的に予算ベースで３億８，

６００万円の基金の繰入れということでございま

す。 

 少し飛びまして、８７ページをご覧ください。一

番下に減収補填債がございます。１億６，３２０万

円です。これは、コロナウイルス感染症の影響で、

法人市民税の法人税割、それから利子割交付金、地

方消費税交付金等の減収に対しまして、減収を補填

するため発行したものでございます。 

 続きまして、財産調書でございます。５９２ペー

ジ、５９３ページをお開きください。まず、土地で

すけれども、行政財産の土地につきましては、５９

２ページの真ん中辺りの小計の欄でございます。３

万２，９４８．３７平方メートルの増ということで

ございます。こちらの内訳は、次の５９４、５９５

ページに掲載いたしております。 

 また、行政財産の建物につきましては、５９３ペ

ージの左側の中段ぐらいになります。まず木造分が

２，８１４．７１平米、決算年度中に減少というこ

とでございます。また、非木造は、決算年度中に１

５．９３平方メートルの減ということでございます。

これらの内訳につきましては、５９６ページ、５９

７ページに記載いたしておるところでございます。 

 ５９２ページ、５９３ページの表ですけども、普

通財産の土地です。５９２ページ、下から２段目の

小計の欄でございます。年度中には１万８，６７３．

０４平方メートルの減ということでございます。 

 建物につきましては５９３ページで、木造分が決

算年度中に１，０２８．４４平方メートルの減、非

木造で３，０４１．４０平方メートルの減というこ

とでございます。これらの内訳は、５９８ページか

ら６０３ページに記載いたしております。 

 財政課分ですけれども、５９８ページ、５９９ペ

ージの普通財産の土地をご覧ください。一番上の枠

の宅地の中で、上から６行目の大磯町、その２行下

の旧出石文化会館、これらにつきましては、民間に

売却したものでございます。 

 次に、山林の欄ですけれども、上から３行目、北

但広域療育センター裏山等というのがございます

が、公立豊岡病院組合に売却したものでございます。 

 次に雑種地ですけれども、上から４行目の卸セン

ター内し尿処理場跡地と、６００ページ、６０１ペ

ージで、１行目になります、堀桑園跡地について、

民間に売却したものでございます。 

 ６０２ページ、６０３ページの普通財産の建物で

すけれども、６０２ページの木造の一番下、旧竹野

いこま荘の（倉庫）と６０３ページの非木造の上か

ら３行目、旧竹野いこま荘保養所、これらの取壊し

を行っております。 

 基金についてですけども、６０９ページをご覧く

ださい。基金につきましては出納整理期間という概

念がございませんので、３月末日で一旦取りまとめ

て、次ページ、６１０ページに参考・債権としてお

りますけれども、これが３月末以降、５月末の出納

整理期間に処理した金額ということで、こちらに上

がってる金額と６０９ページに上がってる金額の

合計が基金の２０２０年度末現在高というふうに

ご理解いただけたらと思います。 

 財政課所管分は、６０９ページの１行目の財政調

整基金、その一つ下の市債管理基金、その２行下の

公共施設整備基金、それから下から７行目になりま

すけれども、土地開発基金となっております。年度

末現在高は、６０９ページ、６１０ページに記載の

とおりでございます。 



 6 

 また、６１０ページの一番下に、不動産の土地開

発基金というのがございます。これが土地開発基金

の土地の動きとなっております。ご覧のとおりでご

ざいます。 

 長くなりましたが、財政課からは以上でございま

す。 

○分科会長（西田  真） 安藤議会事務局次長。 

○事務局次長（安藤 洋一） まず、歳出についてご

説明いたします。８８ページ、８９ページをご覧く

ださい。議会費について説明いたします。 

 最初に人件費ですが、人件費のうち議員に係る人

件費は、議員報酬、議員期末手当、議員共済組合負

担金、非常勤職員公務災害補償保険料で、合計とし

まして１億７，９６８万４，２８８円となっており

ます。前年度と比較しますと８３０万５，５８６円

の減額となっております。 

 次に、真ん中辺りの議会管理費について説明いた

します。この金額、決算額としまして、前年度と比

較しますと１２４万２，４６４円の増額となってお

ります。主な要因としましては、業務委託料が増額

しております。昨年度から導入しましたタブレット

端末の使用に係る業務を新規に執行しておる結果

となっております。内訳としましては、文書共有シ

ステム導入、グループウエア導入、タブレット端末

導入、これら３件の業務がそれに該当します。また、

クラウド使用料も昨年度から執行しております。 

 次に、最下段の議会運営活動費について説明いた

します。前年度と比較しまして６２５万３，３０１

円の減額となっております。新型コロナウイルス感

染予防により、議員の管外視察等を行うことができ

なかったことが主な要因でございまして、費用弁償、

交際費、政務活動費が前年度より減額となっておる

結果となっております。 

 続きまして、歳入の説明に入りますが、議会事務

局の歳入としましては、預金利子と、それから複写

料がそれに該当しますが、預金利子としまして１７

円、複写料で１４４円歳入という結果となっており

ます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 次お願いします。 

 山口秘書広報課長。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） まず、９３ページを

ご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） 下から４分の１ほど

のところにあります秘書渉外費でございます。これ

につきましては、前年度比較で３０６万１，０５１

円の減である４１４万６，８９０円となっておりま

す。コロナ禍により出張、イベント、会合等が減少

し、旅費等の執行が少なかったことが要因です。 

 続きまして、９５ページをご覧ください。上から

４分の１ほどのところにあります表彰栄典費でご

ざいます。功労者表彰や感謝状贈呈のための経費で

す。これにつきましては、前年度比較で７６万１，

６５６円の増である１１８万４，０８９円となって

おります。功労者が８名の増、感謝状贈呈者が９名

の増であったほか、市制１５周年を記念しまして２

６名の方に特別感謝状を贈呈したことが要因でご

ざいます。 

 続きまして、９９ページをご覧ください。中ほど

の広報広聴事業費でございます。市広報等の発行や

市ホームページの管理のための経費です。これにつ

きましては、前年度比較で３５万４，２８１円の減

である２，３８５万４，９９５円となっております。

事業の内容につきましては、特に変更点はございま

せん。 

 続きまして、歳入についてでございます。６９ペ

ージをご覧ください。下段の雑入のうち、広告料で

ございます。このうち秘書広報課の所管である市広

報の広告料が１９万７，１００円の減、市ホームペ

ージへの広告料が３５万２，０００円の増で、トー

タル１５万４，９００円の増となっております。事

業内容等の変更はございません。 

 続きまして、６０５ページをご覧ください。有価

証券でございます。上から３つ目、株式会社エフエ

ムたじまに５００万円の現在高があり、前年度から

増減はございません。 

 秘書広報課は以上でございます。 
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○分科会長（西田  真） 次お願いします。 

 井上政策調整課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 私のほうから、政策

調整課所管分の事業のうち、行革以外のものについ

て主なものについて説明をさせていただきます。１

０７ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 中段にあります企画

調整費３，３９０万３，３３７円でございます。但

馬行政事務組合への負担金、ほかには定住自立圏構

想や国県要望などに係る費用、それから事務費等で

ございます。前年度比較で約５５６万円の増となっ

ておりますが、これは但馬広域行政事務組合への負

担金の増額が主な要因となっております。この負担

金につきましては、県の派遣職員の人件費、それか

ら市町の派遣職員の給与の負担金等でございます。

令和元年度までは毎年の負担金額を定額にしてい

て、足らず分等については但馬広域の財政調整基金

等を取り崩して対応されていましたが、今後、財調

からの繰入れが期待できないことから、令和２年度

から年度ごとの各市町の派遣状況に合わせた負担

額とするため、増額となっております。 

 その下にございます多文化共生推進事業費６２

３万１４５円でございます。これは、所管が秘書広

報課と記載されておりますが、今年度から政策調整

課が所管しておりますので、説明をいたします。こ

れにつきましては、民間の国際交流団体が行う日本

語教室運営への補助金など、例年行っている事業に

なります。下から２行目に記載があります外国人相

談窓口設置業務、これにつきましては、昨年度コロ

ナ禍での外国人住民の相談窓口を２月１日から２

か月間開設しておりまして、その委託料を新たに支

出しております。 

 続きまして、１１１ページをご覧ください。中段

にございます地方創生推進費でございます。４４万

５，０３０円、これにつきましては、地方創生戦略

会議の開催等に係る費用でございます。 

 その下、戦略的政策分野研究費８万８５６円でご

ざいます。ＳＤＧｓの視点による住み続けられるま

ちづくりの共同研究が、令和元年度に終わりました。

外国人住民に関する調査研究事業を多文化共生推

進事業として地方創生推進事業費に令和２年度は

移しましたので、前年度と比較して約６６９万円の

減額となっております。 

 続きまして、１５１ページをご覧ください。一番

上にございます多文化共生推進事業費２１８万７，

４０５円です。先ほど申し上げましたように、戦略

的政策分野の研究費からこちらに移行したもので、

主な事業内容は神戸大学と共同で行っています外

国人住民に関する調査研究への負担金や調査旅費

等となっております。 

 続きまして、１６７ページをご覧ください。真ん

中の枠のところのちょうど真ん中辺りに、特別定額

給付金支給事業費がございます。このうち秘書広報

課の管轄部分が先ほどの多文化共生と関連してお

ります。１２１万２，４４０円がこの分になります。

業務委託料、内容といたしましては、その枠の下か

ら４行目にあります特別定額給付金支給関連業務

の委託料になりますが、定額給付金に係る外国人の

相談窓口を５月１日から１０月３１日まで開設し

ております。その委託料として支出をしたものでご

ざいます。 

 歳出は以上になります。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。

４３ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 下から７つ目の枠に

なります、国庫補助金の地方創生推進交付金でござ

います。１億３，０２６万５，５６０円です。前年

度と比較して約４，５００万円の増額となっており

ます。その理由につきましては、令和元年度に３つ

の事業が終了しましたが、新たに２つの事業を国に

申請し、認定を受けたためでございます。この事業

といいますのが、細かい事業を幾つかパッケージに

して実施しているもので、例えば新たな事業の一つ

としては、深さを持った演劇のまちづくり事業とし

て申請をしております。豊岡演劇祭や城崎国際アー

トセンター事業、非認知能力の向上事業等をパッケ



 8 

ージにしております。もう一つの新規につきまして

は、豊岡の基盤産業の強化と支える人材の育成確保

事業としまして、令和元年度に対象期間が終了した

３事業を新たにくくり直したもので、海外戦略事業

や内発型産業育成、コウノトリ育むお米のブランド

化などを盛り込んでおります。加えて継続の２事業

がございまして、合計４事業に対しまして対象経費

の２分の１の交付金を受けております。 

 次に、５３ページをご覧ください。下から４つ目

の枠になりますが、県補助金のひょうご地域創生交

付金４，６４０万７，０００円です。この交付金に

つきましては、国の地方創生推進交付金に該当しな

い事業を県が独自に支援するもので、婚活イベント

や結婚相談所の機能拡充など１７事業に対しまし

て、対象経費の２分の１の交付を受けております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 若森政策調整課参事。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 政策調整課所掌事

務のうち、行革関連のものを説明いたします。 

 まず、歳入はございません。 

 歳出ですが、９１ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 中ほど、一般管理

費の人件費でございますが、行財政改革委員会委員

の報酬８万４，８００円を支出しております。この

委員会を２回開いたことによる報酬でございます。 

 続きまして、９７ページをご覧ください。下から

３分の１ほど、行革推進事業費６９万９７２円でご

ざいます。先ほど申しました行革の委員会の開催経

費のほか、今年度特に新規ですけれども、そこの一

番下、事業用備品として持ち運びができるパソコン

を購入いたしました。オンライン会議であったり、

あとペーパーレスの会議や打合せを庁内で先行的

に実施するために購入したものでございます。 

 その下、戦略的政策評価事業費でございます。戦

略的政策評価、つまり目指す姿を明確にして論理的

にそこに実現する手段を考えていく、そういった政

策を打っていくための費用でございます。１４８万

７，８５９円支出いたしました。主なものといたし

ましては、９９ページをご覧ください。上から３行

目、戦略的政策評価支援業務として、毎年行ってお

ります政策モニタリング調査の支援であったり、あ

と職員向けのデータ活用の研修であったり、デジタ

ル技術を踏まえた戦略的政策評価の研修、そういっ

たものを実施いたしました。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 正木政策調整部参事兼公

共施設マネジメント推進室長。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 同じく９９ページ、

続きの公共施設マネジメント推進事業費、こちらを

ご覧ください。最初の報償品３９万２，６００円で

すけれども、地域デザイン懇談会へ参加いただいた

皆さんへの謝礼といたしまして５００円相当のク

オカードなどをお渡しするものです。その事業費の

一番最後、公共施設等総合管理計画改訂等業務、こ

の委託料４，５４８万５，０００円、公共施設３４

９施設の個別施設計画を策定したものです。国から

は２０２０年度までの策定が求められていました。

学校やコミセンなど種別ごとに策定いたしました

施設を除きました建築物、いわゆる箱物につきまし

て策定したものでございます。計画期間は、２０２

１年度から２０３５年度までの１５年間となって

おります。 

 次に、歳入を説明させていただきます。６５ペー

ジをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整部参事（正木 一郎） よろしいでしょう

か。中ほどから少し下、公共施設整備基金、このう

ち４，５４８万５，０００円が公共施設マネジメン

ト推進室が執行いたしました事業へ充当したもの

でございます。歳出で説明いたしました公共施設等

総合管理計画改訂等業務の財源に充てるために取

り崩したものでございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 歳出のほうで、３３９ペ

ージをお開きください。下から１５行目ぐらいとい

いますか、非常備消防事業費というのがございます。

決算額は１億７，１６８万３４３円となっておりま
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して、対前年度比でいいますと８０６万７，２７７

円の減になっております。その下に報償金がござい

まして、こちらが消防団員の実員数が減ったという

ようなことから減っておりますのと、あと、３行ほ

ど下にあります消耗品費、この辺りも若干購入した

金額、物によっての違いがあるというようなことで

減額になっております。 

 それから、３４１ページをめくってください。上

から９行目に事業用備品というのがございます。こ

ちらのほうが２０２０年度につきましては消防ポ

ンプ車ということで３台購入しておりますのと、ポ

ンプ付積載車というのを２台、それから小型動力ポ

ンプを１台というようなことで、こちらのほうも若

干増額になってるというようなことになろうかと

思っております。 

 同じく３４１ページの下から１２行目、下のほう

といいましょうか、ほぼ下のほうなんですけども、

消防施設費というのがございまして、防火水槽の整

備事業費というのがあります。これにつきましては、

決算額は２９４万８，９４０円で、対前年度比で７

８１万８，４８０円の減です。これについては、防

火水槽の新規の整備がなかったというようなこと

によって金額が減っておるということでございま

す。 

 もう少し、二、三行下がっていただきまして、消

火栓の管理費でございます。こちらの決算額が２，

４１４万８，７１３円ということで、対前年度比で

３５４万４，６３５円増になっております。これに

つきましては、水道管の布設替え等によりまして市

内で１８基、新設改良といいましょうか、消火栓を

設置しているというようなことになります。なお、

あと５基あるんですけども、こちらにつきましては

水道工事等の遅延によりまして次年度に繰越しと

いうことで、５００万円ほど計上させていただいて

おるところでございます。 

 続きまして、３４３ページになります。下から７

行目に災害対策事業費ということで防災課、社会福

祉課と書いてあるんですけども、この１，６０３万

２，４６０円のうち１，５４９万４，８６０円が防

災課分ということになりまして、次の３４５ページ

をお開きください。真ん中より少し上のほうに整備

工事費というのがございます。こちらのほうが情報

通信設備ということで４０１万５，０００円という

ことになっておりまして、こちらにつきましては、

台風２３号のような大規模災害が発生したときに

いろんな防災機関だったりとか自治体から応援が

来るんですけども、そこの方々が対策拠点でいろん

な情報をやり取りするというようなときに、最低限

といいましょうか、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備してそう

いったことに利便性を高めるというようなことで、

稽古堂の２階であったり本庁舎の２階の大会議室

だったり３階の庁議室だったり、この７階もなんで

すけども、整備をしております。平時も一応無料の

Ｗｉ－Ｆｉスポットとして市民も利用できるとい

うことになっております。 

 同じく３４５ページでございますが、ちょうど中

段辺りに防災行政無線管理費というのがございま

す。これにつきましては、決算額４６万１，６７１

円で、対前年度比でいいますと１，３１２万１，０

４０円の減ということになります。これはなぜ減に

なったといいますと、完全デジタル化によりまして

アナログ運用していないというようなことのため

に、修繕料だったりとか保守点検委託料だったりの

大きな額が不用になってるというようなことから

額が小さくなっておるということでございます。 

 あと、同じくその下のほうに防災行政無線整備事

業費というものがございます。決算額は４億２，０

０４万１，０９７円ということで、これは防災行政

無線の整備事業費全体で１３億２，０００万円の債

務負担を設定しておりまして、これが３か年ですか

ね、１２億１，０００万円で抑えられたというよう

なことでございます。２０２０年度につきましては、

親局とか中継局だとか屋外拡声子局なんかの整備、

それからアナログ無線機の交換をそもそもしない

といけないですし、屋外アンテナの設置なんかも必

要だということで、その他の予備対応機なんかの設

置なんかも経費の中に入っておるところで４億２，

０００万円というようなことになっております。 



 10

 続きまして、３４７ページでございます。上から

８行目に避難所充実事業費というのがあります。こ

ちら７０１万３，９０７円ということで、対前年比

で４０５万９９１円増なんですけども、これにつき

ましては新型コロナウイルスの対策の関係で、消耗

品費といたしましていろいろ、こちらの消耗品費に

つきましては通常の備蓄等の食料とかだったりす

るんですけども、この事業用備品につきましては、

今言いましたコロナ対策としてワンタッチでぶわ

っと広がる大型テントを１２０張り集中配備して

いるのと、あとコミュニティセンターだったり学校

だったりとかで非接触型体温計を１００本ほど購

入いたしまして、こちらについてふだん使いをして

もらっているというようなものでございます。 

 続きまして、歳入のほうに移ります。４３ページ

でございます。一番上のほうに消防費の国庫補助金

というのがございまして、２つ目の公衆無線ＬＡＮ

の環境整備支援事業費補助金というのがちょうど

Ｗｉ－Ｆｉの整備に当たるものでして、経費の３分

の２が国から補助されるというようなことでござ

います。 

 続きまして、８１ページをご覧ください。これも

真ん中より少し下にちょっと原因者負担金という

のが、目立ったのがございます。これにつきまして

は、よく地上式消火栓を車運転しててぶつけてしま

って壊してしまったということで、その人に原因が

あるというようなことで、出石と但東でそういった

のがちょっとありまして、これに対しての弁償金と

いいましょうか、負担金というようなことで上がっ

ておるところでございます。 

 それからあと、８４ページ、８５ページの辺りで

ございまして、ちょうど真ん中辺りに消防防災施設

整備事業債というのがございまして、これ防災課関

連につきましては消防ポンプ自動車、先ほどの積載

車、小型ポンプ、それから消火栓の新設改良に係る

ものが対象となっております。 

 また、そのすぐ下のほうに消防防災設備整備事業

債というのがございますが、これも先ほどご説明い

たしましたデジタル防災行政無線の整備事業に係

るものが対象となっております。 

 防災課からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 宮﨑税務課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） それでは、まず歳出のほ

うを説明いたします。１２９ページをご覧ください。

１２９ページの上から２行目、行政情報化推進事業

費のうち、税務課所管分につきましてです。ちょう

ど真ん中辺りです。基幹システム改修業務４６２万

円につきましては、税制改正に伴います基幹システ

ムの改修費でございます。 

 続きまして、１４１ページをご覧ください。１４

１ページの真ん中からやや下の辺りです。還付金及

び返納金という欄がございます。決算額５，００４

万４６２円でございます。昨年度に比べまして１，

０３７万１，２３３円増額となっております。その

一番大きな増えた要因につきましては、上から３行

目の市税過誤納還付金でございます。これにつきま

しては、去年、法人市民税の予定申告が過大になっ

て、２０２０年度お返ししたというケースが多くな

っています。これにつきましては、コロナの影響で

会社様の決済に影響が出たものという要因も入っ

てると考えております。 

 続きまして、１６７ページをご覧ください。下の

ほう、３分の１から下の辺りで、税務総務費でござ

います。ここには、人件費については税務職員、徴

収職員の会計年度任用職員の報酬を含んでおりま

す。 

 続きまして、次のページ、１６９ページをご覧く

ださい。真ん中辺り、税務総務費（税務課分）でご

ざいます。決算額３００万５，２２０円でございま

す。昨年度に比べまして１万９，３７６円の減額で

す。旅費がなくなったこと以外は、項目につきまし

ては昨年度と同様の内容です。事務費及び関係団体

への負担金を支出しております。負担金の一番下、

但馬行政不服審査会の負担金につきましては、不服

審査が出された分についての事務を負担しており

ます。期間中２件ございました。 

 続きまして、一番下のほうです。賦課徴収事務費、

決算額５，０３９万９，５５６円になります。これ
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につきましては、昨年度と比較しまして２０４万７，

３５０円の減額となっております。内容につきまし

ては、主には納税通知書の作成、発送、あるいは賦

課徴収に係る各システムの管理などの経費でござ

います。 

 １７１ページをご覧ください。前年と異なるもの

について説明いたします。昨年度は市民税の申告に

当たりまして、その相談のときに効率化できますよ

うに申告支援システムにイメージ管理機能を追加

するための経費を支出いたしました。その部分につ

きましては、ちょうど真ん中辺りです。申告支援シ

ステム改修業務１０３万７００円がそれに当たり

ますし、その少し下になります負担金の上、事業用

備品８６万４，６００円、ここでプリンターである

とかスキャナーを購入いたしております。 

 それから、少し上に戻っていきまして、先ほどの

申告支援システムの上です。基幹システム改修業務

３１万９，０００円につきましては、スマホ収納実

施のための改修費でございます。 

 それから、負担金の欄の中、軽自動車税の環境性

能割徴収取扱事務費、これ初めて計上いたします。

新しい税目が生まれまして、県のほうが徴収いたし

ていますので、それの事務費用を負担しているもの

でございます。 

 それから、もう一つ下の固定資産税評価替え事業

費につきましては、令和３年度に評価替えを行う予

定でおりまして、それに向けた業務でございます。

内容につきましては、土地の鑑定評価、それと令和

３年度課税の時点修正のための宅地時点修正に係

る鑑定評価でございます。 

 続きまして、歳入に移ります。２０ページ、２１

ページをご覧ください。市税全体の決算額につきま

しては、財政課長が申しましたとおり２．５％の減

となっております。これにつきましては、やはりコ

ロナの影響を受けているものと考えております。 

 徴収率につきまして、ここには記載がないのです

が、徴収率は９４．１％でございました。対前年度

０．６ポイントの減となりました。徴収率に関しま

しては、当初コロナの影響で納付が困難な方が増え

て大きく落ち込むことも予想しましたけど、実際は

徴収猶予の特例という制度がございまして、その制

度を使われた額程度が落ち込んだというような結

果になりました。具体的に申しますと、徴収率０．

９ポイント下がっているんですが、猶予の特例を受

けられた額がそれに匹敵するというような状況に

なっております。特に特例を受けられた方々につき

ましては、観光・運輸に関わられる企業様が中心で

したので、多くは個人の方々の徴収率には、数字的

には大きな落ち込みはなかったというような状況

になっております。 

 それから、２１ページの一番上の欄の不納欠損額

につきましては７，３０９万３，１８０円でござい

ました。それを差し引きまして、収入未済額につき

ましては５億４，０３７万４１８円でございました。

前年度から１，０００万円程度増額となっておりま

す。 

 収入済額の内訳、税目ごとに簡単に説明いたしま

すと、まず個人市民税でございます。３３億６，１

３１万７，１１２円で、対前年度０．４％の増額で

す。この税につきましては、まだコロナの影響を受

けていないという状況での決算となっております。 

 その下の法人市民税５億５，７６７万２，９０２

円につきましては、対前年度２０．９％と大きく落

ち込んでいます。これにつきましては、税制改正で

税率が落ちたということもありますが、課税標準額

を見ましても減額となっていますので、コロナウイ

ルスの影響を受けているものと考えております。ま

た、先ほど説明しました徴収猶予の特例の利用も企

業様にございましたので、それも減少要因となって

おります。 

 固定資産税につきましては４９億６，９０７万１，

２７４円でございました。対前年度１％の減でござ

います。パーセンテージは少ないんですけど、額的

には固定資産税大きなものとなります。これも減の

大きな要因は、徴収猶予の特例による影響が大きい

ものと考えております。 

 軽自動車税につきましては３億１，２０７万１，

５９２円でございまして、この分については、環境
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性能割と新しいものが増えましたので、その分増額

となって６．７％の増となっております。 

 市たばこ税につきましては５億１，１５９万１，

７８３円でございまして、対前年度４．５％の減で

ございます。 

 入湯税につきましては７，０１６万３，７５０円

で、対前年度４４．８％の減、大きな減となってお

ります。これにつきましては、感染症の影響を大き

く受けております。 

 都市計画税につきましては、未納となっている滞

納繰越分を収入いたしております。 

 続きまして、３３ページをご覧ください。３３ペ

ージの一番下の市税督促手数料、市税関係閲覧手数

料でございます。昨年度と同様の内容でございます。 

 １ページめくっていただきまして、３５ページの

一番上、税務証明手数料につきましても、税務証明

の関係ですが、この分につきましては年々減ってき

ております。マイナンバーカードなんかの普及とと

もに減ってきているのではないかと考えておると

ころでございます。 

 続きまして、５５ページをご覧ください。一番上

です。県民税の徴収事務委託金でございます。県民

税は、市民税と一緒に徴収していますので、その事

務経費について県から頂くものです。大きな割合と

しまして１人当たり３，０００円というようなもの

を頂いてるところでございます。 

 続きまして、６７ページの一番上の項目、諸税滞

納延滞金ということで、前年度に比べて２９８万２，

２６６円の増となっております。延滞金、２０２０

年度滞納分の決算額増えたことによりまして、延滞

金の決算額も増えているという状況でございます。 

 続いて、６９ページの備考欄、上から２つ目の滞

納処分費につきましては、公売を行うために必要な

不動産鑑定等を行いました場合、その金額を売却金

額から充当したものでございます。本人に負担させ

るというような意味合いでございます。 

 それから、一番下の雑入の複写料の一部にも税務

課分が含まれております。４万４，６１０円、税務

課分でございます。 

 それから、７９ページの下から２行目の未受領換

価残預金返納金５万９，２４８円ですが、これにつ

きましては、差押えをした後、換価して未納税に充

当するんですが、充当が余ってしまったお金につき

ましてお返しするんですが、その返すという行為に

対応されなかった、共有の一部の方がいらっしゃら

ない、どう捜してもいらっしゃらないということで、

時効をもってこの部分、歳入をいたしておるところ

でございます。 

 最後に、６０８ページです。財産に関する調書の

中の債権の一番上です。個人市民税分です。毎年特

別徴収の４月・５月分は前年度に請求しますが、収

入自体は翌年度となりますので、２か月分を債権と

して計上いたしております。末現在高は４億２，５

１１万７，０００円でございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井﨑消防本部次長兼総務

課長。 

○消防本部次長（井﨑 博之） それでは、歳出から

ご説明をさせていただきます。３３３ページをご覧

ください。常備消防費についてご説明をさせていた

だきます。中ほどより少し下、職員研修費につきま

しては、兵庫県消防学校に新規採用者７名、警防科

２名、消防大学校危険物科に１名を派遣した経費が

主なものでございます。 

 次に、その下にあります一般管理費でございます

が、消耗品費は新規採用者に貸与する防火服等の職

員被服が主なものでございます。 

 続いて、３３５ページをご覧ください。中ほどよ

り少し上にあります消防活動事業費についてご説

明をいたします。消耗品費は、労働安全衛生法の改

正による墜落用制止器具、消防隊の防火装備に係る

ガイドライン改正による防火手袋の装備等が主な

ものでございます。 

 その下の高度救急活動事業費でございます。１０

行下にあります事業用備品につきましては、新型コ

ロナウイルス対策として各救急隊用にオゾン発生

器を整備したものでございます。 

 続いて、３３７ページをご覧ください。上から５

行目、消防装備管理費でございます。１０行下の事
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業用備品につきましては、日高、出石、城崎の各分

署に配備しております救命ボートを更新したもの

でございます。 

 次に、中ほどにあります情報通信設備管理費でご

ざいます。８行下の業務委託料、高機能消防指令セ

ンター機器更新業務につきましては、消防救急デジ

タル無線を適切に維持管理するための機器や消耗

品の定期的な交換、検査費用等でございます。 

 その下の消防庁舎管理費でございます。４行下の

修繕料につきましては、出石分署に設置しています

給湯器の修繕が主なものでございます。 

 続きまして、３４１ページをご覧ください。消防

設備費につきましてご説明をいたします。中ほどに

あります豊岡消防署消防設備・施設整備事業費につ

きましては、豊岡消防署に配備いたしました搬送車、

支援車を更新したものでございます。 

 その下にあります城崎分署消防設備・施設整備事

業費につきましては、城崎分署配備のブーム付消防

ポンプ自動車を更新したものでございます。 

 一番下にあります出石分署消防設備・施設整備事

業費につきましては、出石分署配備の高規格救急自

動車を更新したものでございます。 

 続きまして、３４３ページをご覧ください。上段

にあります高機能消防指令センター整備事業費に

つきましては、高機能消防指令センター更新に伴い

ます実施設計の委託料でございます。 

 その下にあります消防本部庁舎整備事業費につ

きましては、女性専用施設の整備を中心とした庁舎

の整備に伴います実施設計の委託料でございます。 

 引き続き、歳入のご説明をいたします。戻って３

７ページをご覧ください。上段にあります消防手数

料の危険物申請手数料につきましては９２件、１１

９万４，１００円、消防証明手数料につきましては

５６件、１万６，８００円を収入いたしております。 

 次に、７１ページをご覧ください。中ほどより少

し下にあります委託料のトンネル非常警報盤管理

としまして、３か所のトンネル分１１５万８，００

０円を収入いたしております。 

 次に、７５ページをご覧ください。中ほどにあり

ます講習等負担金、防火管理者資格取得講習受講料

としまして、受講者８５名分、３４万７，０００円

を収入いたしております。 

 次に、８５ページをご覧ください。中ほど下にあ

ります消防防災施設整備事業債につきましては、消

防ポンプ自動車のうち、１億４５０万円は城崎分署

配備のブーム付消防ポンプ自動車を更新したもの

でございます。高規格救急自動車につきましては、

出石分署配備の高規格救急自動車を更新したもの

でございます。支援車、搬送車につきましては、豊

岡消防署配備の車両を更新したものでございます。 

 その下の消防防災設備整備事業債の消防指令セ

ンターにつきましては、高機能消防指令センター更

新に伴います実施設計の委託を伴うものでござい

ます。 

 私からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。再開は１０時

５０分。 

午前１０時３９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５１分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、休憩前に引き

続き、分科会を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。質疑はありませんか。どなたからでも結

構です。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと何点か教えてくださ

い。 

 まず１点目なんですけども、各振興局の中にあり

ますプロジェクト等々で、名はプロジェクトという

ふうに書いてあるんですけれども、その内容という

のがほとんど修繕費だったりいうような部分があ

るのと、また別に管理費等々の中でも修繕料という

ふうな、ある意味２つ出とるわけですけれども、こ

の辺り、どういう内訳でそういうふうになされてる

のか、極端に言いますと、プロジェクトといいます

とやはり様々な振興局自体が何か地域によっての



 14

事業だったり特殊的な部分があるかと思うんです

けれども、そういった意味合いではどのように考え

られてるのか。それだったら修繕料だったら修繕料

で一括表示して、しっかり分かるような形にしてい

ただければいいかと思うんですけど、その辺り１点

目はお願いします。（「すみません、ここはそもそ

も午後から」「振興局プロジェクトは、申し訳ない

です、ここではないんです。申し訳ないです」と呼

ぶ者あり）なら別で。 

 そうしましたら、決算概要の中でちょっと気にな

るといいましょうか、税収等々の部分があるんです

けれども、２０１８年、１９年、２０年と比較する

中であったんですけれども、自主財源が市の財政の

うちの約２９．２％、ざっと３割いうふうな部分で、

そのうちの自主財源が１７０億円で市税が９８億

円程度の中で、人件費の割合を見ますと人件費が７

７．６８億円、市税の大体８割を占めてるというふ

うな部分があるのがちょっとやっぱりどうしても

気になって、まずどのようにしてその辺りを抑え込

んでいくのか、ＤＸがある意味一番近々の中では経

費を削減できる部分かとあるんで、その辺りをお聞

かせいただきたいのと、あと年代別で見ますと、ど

うしても個人税収が人口が減っていっておるのに

増加していっておりますし、法人のほうはコロナの

関係で減収していったり、固定資産税も同じような

部分があるんですけれども、なぜに個人のやつが増

えていってるのかがちょっと気になってしまって、

その辺りちょっとお答えいただければありがたい

ですけれども、いかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） まずは、税収のことにつ

いてお答えさせていただきます。 

 個人市民税が増えている要因なんですが、所得税

を基に計算する税でございます。その所得の内容に

ついては、税務ではなかなか分析するというところ

まで至っていないのが現状でして、ただ今回の決算

の税につきましては、先ほど申しましたとおりコロ

ナの影響を受けてない状態での所得での課税だっ

たということで増えてる。微増なんですけど増えて

る要因というのについては、ちょっと税務課ではつ

かみ切れてないところがございます。 

 それから、そのほかの税につきましては、先ほど

委員がおっしゃいましたとおり法人市民税は落ち

ています。これはコロナの影響が多分にあろうかと

思っておりますし、固定資産税については調定額に

ついてはほぼ横ばいなんですが、収納率が下がって

ると、これが特例猶予を使われた企業さんがあった

ということで落ちているというような現状になっ

ております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ということは、要は個人の所

得が増えていって、最低賃金も上がったりだとかい

うふうな部分があるんで増えていった結果として

というふうな見方が一番正しいというふうな感じ

でしょうか。確認で。 

○分科会長（西田  真） 宮﨑税務課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 所得が増えてる、結果的

に税務課が見てとるのは、そこは課税標準額の所得

が増えてるというところは言えるんですけど、本当

に増えてる要因というものが分からないので、税が

増えてるということはそういうことだという認識

でしかないです。申し訳ないです。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） もう１点のほうはどうでしょ

うか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 自主財源の関係のことと

人件費のことだったと思うんですけども、自主財源

のほうは、先ほど議員のほうもおっしゃったように、

今年度２９．２％で例年が大体３５％程度だという

ところで、６ポイントぐらい下がってきてしまって

るというようなところでございます。 

 それと、人件費の絡みはどういうことをおっしゃ

ってましたか。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 要は割合が、言うてもすごく

市税のうち、そこで見ている限りでは大方８割ぐら
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いは人件費にかかっちゃってると。やはりそこをど

ういうふうに、おととしか、ちょっと働き方改革

等々でお金が負担が増えてきた。ただ、それをどう

いうふうに、どうしても小さくするという、人を減

らすというふうな部分もあるんですけれども、それ

はやっぱり解決しようと思えばデジタル化、ＤＸ

等々をしっかり推進していかなければならないと

考えるんですけれども、これまでのちょっと見る限

りでは、そういった削減といいましょうか、そうい

った形がちょっと見えにくいんだけど、そういった

ところをしっかり考えられてるのかどうか、今後そ

ういった方向性をしっかりやっていかれるのかど

うかというあたりが詳しく言えば聞きたいという

ふうな感じです。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 議員おっしゃいま

すように、ＤＸの推進というのは人件費の削減も含

めた業務の効率化に関してとても有効なツールだ

ろうというふうに思っております。現在行革担当と

情報推進課において、人件費も含めた経費削減、業

務の効率化に関して、どういうふうに進めていくの

かという作戦を検討中でございます。その作戦を検

討し、実行していくことによって人件費を含めた経

費削減を進めていきたいというふうに思っており

ます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 確認で、そういった計画を着

実に今は検討中というふうに理解すればよろしい

ですね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 今検討中で、アド

バイザー等々の意見も聞きながら今後策定してい

こうと思っております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） よろしくお願いします。やは

りそこが効率化図らないと経費はなかなか下がっ

ていかないのかなというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中副委員長。 

○委員（竹中  理） 市税の収入の先ほど聞かせて

いただいたんですけども、対前年に比べて資料とい

うのが、先ほどちょっと我々がいただいた資料の中

では主要な施策の成果を説明する資料というのの

中にあるということで、例えば我々が市民の方にコ

ロナ禍の中で説明するときに、何かグラフみたいな

そんなものがあるのかなと、頂いた資料の中にもし

かしたらあるのかも分からないんですけど、そうい

ったことはいかがでしょうかという、まずお願いし

ます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） ご質問のあったグラフで

あるとか、そういった見やすいものは税務課として

は作っていないんですが、財政のほうから決算の状

況で作られてる可能性がございますので、ちょっと

そちら財政のほうにも答えがありましたら、よろし

くお願いしたいと思います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 先ほど一般会計の概要を

ご説明した際に、豊岡市決算の概要という資料をご

覧くださいと言って説明をさせていただきました。

その前半で、例えばその資料の６ページに市税の推

移ということで……。 

○分科会長（西田  真） ちょっと待ってください。 

○財政課長（畑中 聖史） 決算の概要の６ページに

なります。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） こちらのほうに２０１１

年度から２０２０年度の１０年間ということで、単

位が億円ということでちょっと大きいんですけれ

ども、例えば個人市民税であれば２０１１年度３０

億４，３００万円から２０２０年度で３３億６，１

００万円というような形で経年比較、それとグラフ

が上のほうに、棒グラフですけどもございます。こ

ういったものでちょっと確認等をいただけたらと

思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） 竹中副委員長。 

○委員（竹中  理） ありがとうございます。 
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 そしたら、消防の関係でお願いしたいんですが、

決算書の５９ページの歳入のところの物品売却収

入というのがあったんですけど、消防車とか救急車

とかマイクロバスとか売却されたと思うんですけ

ど、売却益みたいなのは分かりますか。利益があっ

たのかどうかと。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 売却益というのはどうい

う意味合いで。 

○委員（竹中  理） 売却金額。 

○財政課長（畑中 聖史） ちょっと資料等はござい

ませんけども、決算書の５９ページで１，３３０万

３，６２９円ですか、このうちインターネットの公

有財産売却ということで財政課が売払いをしたの

で、１，３０８万２，０００円ほど、ほぼほぼ財政

課の売上げなんですけども、例えば消防車ですと、

ちょっと消防団の車両か消防本部消防署の車両か

というところは今私の手元の資料では分からない

んですけども、８０万円前後で売れてるものがござ

います。また、高規格救急車ということで、これが

１３０万円ほどで売れてるものがございます。そう

いったことで、あと、トヨタのランドクルーザーと

いう車はかなり人気がありまして、これでしたら１

００万円を超えてるというようなことがございま

す。 

 これにつきましては、また後ほどちょっと資料を

配らさせていただくということでお願いしたいと

思います。 

○分科会長（西田  真） 竹中副委員長。 

○委員（竹中  理） また後で頂けたらありがたい

です。減価償却というかね、やっぱり何年耐用、何

年たって車の価値がどんだけになって、それを売っ

て益が何ぼあるかというのが、そういうのって分か

るんかなと思って、市のあれで。固定資産台帳とか

があればあれだと思うんですけど。それは別に、お

願いしたいなと。 

○分科会長（西田  真） 後で一覧出せれますか。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 正直、減価償却というと

ころになりますと、車両ですと通常であれば５年と

か７年とか、そのレベルだと思うんですが、防災課

ですとか消防署の計画のほうで消防団の配備の車

両は１９年、２０年ぐらいで更新ということになっ

ておりますので、いわゆる減価償却でいえば残存価

格の５％が残ってるとかいうようなレベルになっ

てると考えております。ですので、売ったら売った

分だけその分が現金化されたというふうに捉えて

いただけたらなというふうに思っております。 

 その件に関しましては資料は特別ございません

ので、冒頭申し上げましたインターネット公有財産

売却の実績資料というのをちょっと出させていた

だきたいと思います。 

 あと、その売上金額が丸々じゃあもうかったのか

といいますと、システムの使用料ということで、

３％だったと思うんですけども、売上げの３％を、

今はヤフーがなくなってしまってるんですが、ヤフ

ーのほうに支払いをしてますので、大体売上げの

３％は手数料として引かれてるというふうにもご

理解いただけたらと思います。 

 いずれにしても、資料のほう出させていただきま

す。以上です。 

○分科会長（西田  真） 竹中副委員長。 

○委員（竹中  理） よろしくお願いします。 

 あともう１点、決算書の３４５ページですけど、

下から４つ目に第３級陸上特殊無線技士養成って

あるんですけど、これは消防士の方は必須で取られ

るというか、まずどういう資格なのかというのと、

例えば消防士さんに必要なのかとか、あと何級まで

例えば取らないといけないとかって、その辺あたり、

ちょっと分かる範囲でお願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 詳しくはちょっと分かん

ないんですけども、この第３級特殊無線技士という

のは、防災行政無線の管理をする上で一定程度職員

を確保しておかないといけないというようなこと

で指定されてる技術、資格でして、振興局も本庁の

ほうも防災行政無線を運用しておりますので、その

関係で定期的に職員を派遣して受講させてるとい



 17

うことで、数人とかにならないような形でずっと維

持してるというようなやり方でございますが、ちょ

っと詳しく今人数がどれくらいとか、どういった資

格なのかというようなところが、それによってどん

だけのことが賄えるかとかいうのが分からないよ

うなところがちょっとありまして、また、もしあれ

でしたらそういった資格につきましても皆さんの

ほうに資料を提供させていただけたらと思ってお

ります。以上です。 

○分科会長（西田  真） そしたら、後でそういう

資格のやつを一覧で出していただきますように。実

際に何級まで必要なのか、３級で十分だったら３級

って、ほんで本庁、各振興局に何人必要で何人いる

かとか、そういう資料を出していただきたいと思い

ます。 

 そして、消防署のほうにもそういう資格があると

は思います。ほんで、まずどれぐらいの資格が必要

で、現在どれぐらいの人がそれぞれのどんな資格を

持っておられるか。個人名はよろしいけど、そうい

うやつを出していただきたい。それは本署だったり

分署であったり、そういう一覧をまとめて出してい

ただきたい。よろしいですか。 

○防災課長（原田 泰三） はい。 

○分科会長（西田  真） それでは、お願いします。 

 そして、先ほどの消防車とか救急車、車の件なん

ですけど、どれぐらい年数を使われてどれぐらいで

売れたか、そういう一覧を出していただきたいと。

減価償却は先ほど言われましたように５年とか６

年でゼロになりますんで、車を購入してから何年使

って何ぼで売れたかと、ほんで消防団では大体十何

年とか２０年とか、そういうことも使っておられる

と思いますけど、一応基準があると思いますんで、

消防車両であれば何年ぐらいを想定して更新する

予定とか、そういうのがあると思いますんで、それ

も分かりやすく記入して、一覧として出していただ

きたい。よろしいですか。 

○防災課長（原田 泰三） はい。 

○分科会長（西田  真） よろしくお願いします。 

 それでは、次の方、どなたでも結構です。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） それでは、コロナの安全対策

といいますか、そういうとこをちょっと絞ってお尋

ねしたいと思います。 

 ３４７ページ、防災課のほうから説明いただきま

した。コロナ対策として避難所の充実事業というこ

とでワンタッチのテントが１２０とか体温計が１

００とか、そういうものについては当然指定避難所

というふうなことの中で個々にスペース、規模も違

うというようなこと、これもそれぞれの個数、特に

テントですけどね、やっぱり対策に必要なそういう

場所、スペースに合わせて必要なテントであります

とか、それに係るような所要備品等、備品じゃなく

て消耗品になると思うんですけども、適切に配置さ

れたかというところは一つ伺っておきたいと思い

ます。 

 それから、これも防災課のほう、ちょっと戻りま

すけども、非常に気になるのが、これも言わば３３

９ページというふうなところで、これは非常備消防

事業費の、これは報償金の関係が非常に団員数の減

少によって若干減ったんじゃないかと。その辺につ

いての、非常にこれも心配してます。いろんな形で

予防、消火活動、それから災害時の救援等、やはり

共助の地元で一番柱になっていただくというふう

なこと、この辺についてその傾向と、やっぱり力を

入れていかないとなかなか不足不足というふうな

ことですけども、こういう傾向を見られて、言わば

非常備消防団の今後のこういう傾向と、やっぱりず

っと認識はされております、こういう再編成とは言

いませんけども、各それぞれ消防車等については充

足するように切替え、更新というのはあるわけです

けども、その辺も含めた非常に成り手不足というふ

うなことに対しても、どのようにこういう決算でな

かなか隊員が増えないというふうなことで感じら

れとるのか。 

 それと、今度は常備消防のほうなんですけども、

非常にここも特に気になりますのが、これは本当に

合併のときに遡らなくてはいけないんですけども、

常備消防の職員不足というのは明らかです。但東が
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増えた、それも寄り集めでそこで救急だけを配置さ

れた、１０名配置されたと思いますね。その中で、

これ見てますと、特に研修時、７人、２人、１人、

言ったら１０名の方が研修、これも消防大学校、こ

れ必要なことだと思うんですね。今みたいなまたコ

ロナ禍で大変なこういういろんな体制も組まれる

中で、本当に慢性的なこういうマンパワー不足とい

うのは、僕はずっとこれ気になっております。 

 それとまた、先ほど言いましたように言わば非常

備消防の団員不足、つまり地域のそういう予防消防

力の低下、全てこれは常備がカバーしなくちゃいけ

ないというふうなことの中でのこういう、当然これ

は必要な経費と人員不足との関係、また十分な職員

の心も含めてそういうケアができておるのか、非常

にそれ心配してるところです。それが一つ特に言っ

ておきたいなと。 

 それと最後に、今年の冬ですけども、これはここ

でお尋ねするのがどうかちょっとよう分からんの

ですけども、豪雪によってある竹野の三原エリアは

４日間停電をしたと。普通はバックアップとかルー

プとか、なかなか考えにくいことなんですけども、

そういう状況がそれ以降ちゃんとそういう関電さ

んとか、またそういうポイント、つまり線下及び線

上の言わば無防備に生えてる木の除却とか管理で

すね、そういうもので年内にそういうことで協議さ

れたかどうか。ここはされたと思ってるんですけど

も、ほかにもそういう、どう言ったらいいんですか

ね、行き止まり集落といいますんか、やっぱり中山

間地のそういう谷でうまく反対側から送電できな

いとか。高齢化するほどやっぱり、言い方悪いです

けども燃料がやはり全て電化というふうなことも

聞いている中でね、非常にこういうことについての、

話ができてるんでしょうね、こういうことはないよ

うな対応されてるんでしょうねということを、これ

は最後ちょっとお尋ねしておきたいと思います。以

上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） まず、先ほどのテントの

件なんですけども、これ実は１２０張りありまして、

集中管理を円山川防災センターのほうでさせてい

ただいてます。これなんですけども、結局大きな避

難所でも何人来るか分かんないというようなこと

もありますし、小さな避難所でもたくさん来るかも

しれませんしというようなことがあって、必要なと

ころに持っていくか取りに行くかみたいな形で配

備するというようなことにしてます。一つは、施設

にはっきり言って置場がなかなかないというよう

なこともあります。そこそこスペース取るものです

ので。それから、学校なんか教室を開放していただ

くということになりますので、そういったところが

エアコンがついてますし、距離をある程度離せば、

一定程度離して換気をしっかりすればというよう

なこともありますし、会話もせずにマスクをすると

いうようなことで、パーティションも別にあります

しというようなことがありますので、そういったも

のをちょっと集中、あまり分散して置くんではなく

て必要なとこに投入するという考え方で確保して

るというような状況になってございます。 

 それから、消防団の報償金の関係で消防団員の数

が減ってるというようなことなんですけども、もと

もと２，２３０人というような条例定数というのが

合併の頃からというか、それ以前からかもしれませ

んけども、ずっと人口が減ってるのに定員は一緒と

いう状況の中で、人口が減ってるんですから消防団

員だけが増えるというふうなことはまずなかなか

考えられないというのは自然現象としてあると思

います。 

 それからあと、地域で自主防災組織もしっかり頑

張ってくださってるところは、自主防か消防団かみ

たいな形で、何も入っていらっしゃらない方のほう

が、ちょっとその辺は統計上分かりませんけども、

どっちか入っていらっしゃるというようなことで、

そっちに取られたらこっち入る人がおれへんがな

みたいなことも地区の区長会なんかで聞いたりと

かするような今状況でございまして、既に竹野消防

団なんかではやはり人口的にも少ないですし、高齢

化してる竹野南のほうのエリアのほうのにっちも

さっちもいかんというような状況から全体を再編
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してというようなことを今検討なさってますので、

確実に定数も減らしてこられるだろうというよう

な、そういったお願いをされるだろうというような

こともあります。 

 実際、消防団の活動なんかも、全てが全て皆さん

が１００％じゃあ出席されていらっしゃるかとい

うと、なかなかいろんな生活されてらっしゃる中で

非常に難しい中、無理して入ってくださってる方も

おられますし、忙しくてなかなか出られない方もお

られるので、そういったとこら辺もちょっと一度調

査をしながら、少数精鋭と言ったら語弊があります

けども、もはや人数をがっつり確保するというより

は、ある程度消防力の低下を勘案しながらもそうい

った考え方も一つ、かじは切るかどうかは別として、

その辺りも考えていかないといけないというのが

国のほうの検討会の話でございます。 

 一方で条件が、やはり非常に大変な面をご苦労な

さっていらっしゃる消防団員に対する費用的なも

のというのも、非常に安く抑えられてるというよう

な実態がございます。退役自衛官さんなんかのもの

に比べるとはるかに少ないですしというようなこ

とで、もう少し条件をよくしてあげるということと、

一方あまり忙しく何でもかんでも出てもらうとい

うようなことにならないようなことも必要じゃな

いかということを合わせ技で今国が検討しており

ますので、そういったことも今時代の流れですので、

その辺りも若い団員さんの話というのはなかなか

偉い人の前では意見が出にくいというようなこと

も聞いたことがございますので、その辺もちょっと

何らかの形で確認しながらよい方向に、なるだけ入

りやすい雰囲気でというようなことで考えていく

べきではないかというようなところがございます。 

 それから、もう一つ、４番目の豪雪の件だったん

ですけども、実はその後、関西電力さん、送配電さ

んとも建設や農林水産等も含めて協議を実はして

おりまして、一つは今議会のほうでまたご提案させ

ていただいておりますんですけども、だるまストー

ブというのを何とか購入させていただいて、それを

例えばそういった停電して困っていらっしゃるよ

うなとこの区の会館なんかに持っていくというよ

うな一つの策として考えております。 

 もう一つの今の伐採の件なんですけども、やはり

今回の大雪というのはいっときに広い範囲で起こ

ったので、なかなか関西電力さんも非常にあちこち

からいろんな応援を受けてやられてたんですけど

も、結局個人の所有敷地の山林の木がぼおんと倒れ

てということが非常に多いと、関西電力さんがそう

やって言われてました。何ですかね、なかなか個人

のお宅というのは、がっつり取ろうとすると非常に

難しいというようなことがあります。何でそんなも

の勝手に切ったんだということを後から言われな

いようにしたいというようなことがあるので、今関

電さん、まだこれからなんですけども、関西電力さ

んとか、あと兵庫県とか、またあと市も含めて、あ

と地元もですけど、もちろん個人の所有地が多いの

で。そういった中で何らかの補助制度を使って事前

伐採ができないかどうかというようなことの検討

を始めつつあるというような状況です。 

 とにかく関西電力さんも部分除却みたいなのは

されるんですけども、ある一定のとこまでしか切っ

てはいけないという会社の中の規定もありまして、

手が出せないというようなエリアがありますので、

そういったこともありますし、市のほうもいろいろ

と建設課のほうが動いてくださっていろんな除雪

でなるべく、そんな優先は高くないんだけどもやは

り関電さんのほうのいろんなことの復旧に必要だ

ということで業者さんだったりとか建設課だった

りとか振興局だったりとかも動いて、現場に行って

いただいて除雪の協力をしてるというようなこと

もありますので、いろんなちょっと合わせ技を使い

ながらというようなことです。今浅田委員が言われ

たような事前伐採については、ちょっとまだそのぐ

らいのレベルでしか話は進んでないかと思います。 

 防災課のほうの分は以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○消防長（吉谷 洋司） 先ほど浅田委員のほうから

言っていただきました職員の人員不足につきまし

てなんですが、特に初任教育、昨年度も７人という
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ことで、どうしても退職者の人数によって、初任と

いって新規採用しました職員が１年目のときに県

の消防学校に半年以上研修に行く、そのときにどう

しても現場に出る人員が少なくなるというご指摘

のとおりで、その部分については何とか人員をやり

くりしながらやっていっているところで、結局退職

者によって人数が変わってくるということがあり

まして、その辺のところをもう少し本部のほうでも

検討しまして、ある程度退職者というのは予測でき

る範囲ですので、また定年延長等もあって、結局退

職者がゼロのときはそのままの定数いっぱいでい

きますし、逆に退職者が多いとその分学校に行く職

員が増えて、一時的に現場の人数は、何とか維持し

てるんですがそこの部分が今言っていただいたよ

うなしんどいところなんで、そこをもう少し検討し

てまいりたいと思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 今の特に豪雪対策です。これ

は関電さんにかなりウエートがあるのかなと思っ

てます。送電線等は、線下といいまして、線の下に

ついては借地料を払って管理をします、買収じゃな

くて。ほとんど、じゃあ一般のそういう供給する、

これも主たる幹線の送電といいますんか、受信線等

についても、特に場所が、やはり道路沿いに建柱し

てますから山の中じゃないんで、そういう部分部分

の非常に立木、それが用材であったり雑木であった

り、それはある程度そういう倒木等でその範囲につ

いてはやっぱりある程度管理できるような、何かそ

ういうものをうまく関電さんを中心にやっぱり行

政も関わりながら、いや、だるまストーブで何かじ

ゃなくて、やっぱりシステムそのものを検討してい

ただきたいなと、これはちょっと要望しておきたい

と思います。 

 それと、最後に一つ消防のほうです。今みたいに

地元云々というふうなことの中でね、自主防もかな

りカバーしてくれるよと。ところが、常備と非常備

でしたら例えば分団の消防車があっても、じゃあ但

東町で即出動いうてもできないわけですね、やっぱ

り消防団員でないと。前一遍提案したことあるんで

すけども、救急云々で５名の方は常備おられるわけ

です。そういう消防団という何か、やっぱり消防法

か抵触しない範囲で何か即消防車を現場に持って

いけるような、そういうつまり初期消火ができるよ

うなものの仕組みづくりを、これはちょっと防災と

うまく常備、非常備、自主防、消防車は新設されて

も動かせないと、こういうところもありますのでね、

全然団員がみんな出ちゃっとるんで。言わば消防団

がなかなか、日中ですけども、多分日中だと思いま

すけど活動できないと。 

 それともう一つは、非常によかったなと思ってま

すのは、高い買物のブーム車ですね、城崎に装備さ

れました。こういう年次計画で非常に、私も実際に

乗せてもらいました。例えば城崎の旅館の大火、そ

れから、この前豊岡でありました大開通りの、当然

古い木造の街区消防計画のあるところです。将来的

にはやっぱり、話を聞いてましたら、やはりある程

度街区になりましたらね、火元というのは玄関口じ

ゃなくて一番奥にやっぱり水回り、台所ありますの

で、火元を確認したり指令のためにも、城崎でした

ら旅館の上から見て指示したとか、今回でしたらや

っぱりブーム車を使って特定しながら消火をする

と。そういうことを考えますと、やはり将来計画と

してそういう一つの実績、根拠の中で、お金は要る

んですけども、やっぱり消防力の計画というか、だ

から出石ですね、伝建エリア、あれもまちのところ

で仮に火災が起きた場合、奥のほうで起きたときに

ね、そういうはしご車でとんでもないとこまで上げ

るわけいかないと。上げて指令をしながら消火活動

に使えるような、今に加えてそういう検討も、大き

な買物になりますけども、総体的なマンパワーの低

下に合わせたそういう機能を勘案した検討をお願

いしたいな、これ要望です。検討してくださいと。

以上です。答弁とかは要りませんので。 

○分科会長（西田  真） その点、またよろしくお

願いしたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 何点かちょっとお尋ねをいた
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したいと思います。 

 公共施設マネジメントの関係なんですけども、説

明ございました、これページ何ページだったか。９

９ページか。業務委託料で公共施設等総合管理計画

改訂等業務という形で４，６４８万５，０００円の

歳出がございますけども、この内容は公表していた

だいたんですかね。ちょっと私の勉強不足か分かり

ませんけども、その点まずお尋ねしたいと思います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 個別施設計画につ

きましては、既に公表もいたしております。また、

議会のほうにもデータとしてお渡しをさせていた

だいたかというふうに思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そうですか、分かりました。

ほんならどこかのタブレットの中に入ってると思

いますので、また確認します。私の勉強不足ですみ

ません、どうも。 

 それから次に、旧竹野いこま荘の関係なんですけ

ども、解体をされたというふうなことで、その中に

おいて賠償金が発生してますね、２５４万程度。そ

の関係なんですけども、この賠償金をもう少し具体

的に詳細に教えていただけますでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 賠償金は、旧いこま竹野

荘とは関係ございません。賠償金は、中陰にありま

す、先ほど財産の関係で説明した際に、卸センター

内し尿処理場跡地という財産のほうで説明いたし

ました土地を売却した際に、一部ますのようなもの

が残っているというのは分かっておりまして、その

件につきましては相手にも周知しておりました。と

ころが、そのますの中にコンクリート殻みたいなん

がたくさん入っているような状態が発見されまし

て、そちらは市としてはそこまで入っているものだ

と思ってなかったのと、相手もそこまでは聞いてな

いよというような話の中で、最終的には顧問弁護士

のほうにも相談いたしまして、本来双方が認知して

いない承知してない部分についてはやはり市の責

任として損害賠償を払うべきだろうということで、

実際支払いが行われた見積書、領収書等の書類を確

認させていただいた上で支払いをさせていただい

たということでございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 結果的に、それは相手さんの

ほうであったということで認識したらいいんです

か、賠償金の発生の土地といいますか、その部分と

いうのは。そうではなしに、何か具体的にこれが賠

償金の根拠だというものというのは何でしょうか

ね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 相手に売った後に家を建

てようとされてそれが分かりましたので、所有権は

相手に移った後です。実際家を建てようと思いまし

たら、基礎、くいとか打ったりする必要がある。そ

の際に撤去をする費用の相当額ということでござ

います。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 分かりました。思い出しまし

た。了解です。 

 次に、１０７ページですね、企画調整費の中の負

担金の但馬広域行政事務組合の関係で３，２１５万

円ですかね、負担金がトータル出て、但馬広域行政

組合に３，２２８万９，０００円と、昨年より５０

０万円ほど経費が増加したということで、職員の人

件費というふうに理解してるんですけども、この辺

の上下動というのは多々あるものか、今後５００万

円というのが定期的に支出されるのか、そのような

内容はどうなんでしょうか。もう少し具体的にお示

しをいただきたいんですが。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 先ほどの但馬広域行

政への負担金につきましては、令和元年度までは２，

６７７万１，０００円で定額でございました。職員

はいろいろ替わりますので給料の支払い自体は上

下するんですけれども、これで足らず分は財調から

出していた。それを令和２年度から変動になって３，

２２８万９，０００円支払っております。大体多分

例年もこの額になろうかと思います。ただ、職員が
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今４名、豊岡市から出向しているんですけれども、

この職員、あるいはほかの市町からの職員の年齢構

成等によってここは若干変動すると思いますが、お

おむねこれがまたがくんと５００万円減ったりと

いうことはないかと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 急に５００万円増えたという

のは豊岡市にどんと増えたのか、他市町とのバラン

スというのはどうなんですかね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 他市町も増えており

ます。割合的に豊岡市が人口割で多いので多く増え

ておりますけれども、一律に増えております。以上

です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 内容的にはいろんな形の中で

の調整というのが但馬広域ですからあると、多々課

題というのはたくさんあると思いますけど、しっか

りとやっぱり経費の分についても精査していただ

いて、一気に５００万円上がってそれがずっと続く

いうことになれば、やはりいろんな意味で大きな経

費負担になってくるというふうに思いますので、対

応方よろしくお願いしときたいと思います。 

 それから、すみません、次行きます。ちょっと消

防の関係でお尋ねをいたします。防災課です。ペー

ジ、３４７ページかな。これまでいろいろと補助金

の関係でお尋ねしたことはあると思うんですけど

も、上の補助金の自主防災組織の車検整備費、従前、

私一度お尋ねしたと思うんですけども、この関係と

いうのはどのような形で支出をされて、また要綱等

がしっかりと決められてるのかお尋ねをしたいと

思うんですけども、いかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） この制度につきまして要

綱がありまして、車検につきましては自主防災組織

の中で例えば軽トラックみたいなのに小型ポンプ

を載っけて消防活動されるというようなことであ

れば、事前に今年度、車検の関係ですので順番が決

まってますので、今ですと８地区ぐらいですかね、

が車を所有されてらして、それで車検のときに補助

金の申請をいただいて、ですので順番はこちらで分

かってますので、今年こちらの区であれば来年別の

区だということになるので、一応予算化をそういっ

た形でして、写真等とか車検の終了した証明するよ

うな書類なんかを出していただいて助成をしてる

というようなことでございます。 

 もう一方の自主防災組織のにつきましては、そう

いった車持ってる持ってない関係なく、自主防災組

織で規約のある、もしくは規約がなくてもいろいろ

ルールをちゃんと決めていらっしゃるというよう

なものが示せることができれば、そういったところ

に訓練を実際にちゃんとしていただいた上で補助

金を出してるというようなことですので、ずっと以

前は訓練が必須ではなかったんですけど、訓練ぜひ

ともしてくださいというような形でやってたんで

すけども、同じような要綱で訓練を必須にしまして、

訓練で実際にやられて、その資機材を使っていただ

いて、それからいわゆる補助金をお支払いするとい

うようなことになりまして、ちょうど８月の市民総

参加訓練のタイミングでやってくださるとこが非

常に今多くなってるということで、非常にありがた

いなというふうに思っております。以上でございま

す。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） でき得れば、消防組織で例え

ば軽四を消防の備品として購入しようと思えば、自

主防災組織の資機材購入が可能なのかどうなんで

すか、その辺はいかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 小型動力ポンプとかそう

いったものですとかサイレンですね、モーターサイ

レンなんか高額なものでは、そういったものは対象

になってるんですけれども、ちょっと今の軽トラッ

クというんですかね、そういったものを購入すると

きの補助というのは、ちょっと対象外になってます。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 強いて言うなら、やっぱりそ

れが絶対的にその地区には必要であるということ
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であれば、一度またご検討いただいてそういう備品

に当たるというふうに、車検料は出してるんでね、

資機材等の購入に充てていただくようなご検討も

していただけないかなという思いをいたしており

ます。これはお願いですんで、よろしくご検討くだ

さい。 

 それから、ちょっと以前もお聞きしたんですけど

も、各分団の車の格納庫ですね、消防格納庫のまだ

設置ができてない分団というのが日高の奥のほう

に２分団ぐらいあるんです。あります。今後土地を

提供してお願いをすれば、それは建築が可能なのか

どうか。確認ですけども、どうなんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） ちょっと正しい答えにな

ってるかどうか分かりませんけども、消防団のほう

の詰所、それから車庫も兼ねて詰所だったりのもあ

るんですけど、近くに例えば公民館とかそういった

とこがある場合は本当に車庫だけというようなこ

とで、一応２つのパターンでいわゆる整備の計画の

ようなものをつくって運用しておりまして、もしそ

ういった有効な土地がなくて会館も離れてて、例え

ば車を替えるときにも大型になってて入んないと

かいうことになりましたら、そういった今のお話み

たいなことをお伺いをさせてもらって、いろいろ協

議をさせていただいてご協力いただくというよう

なことも可能性はあるとは思うんですけども、そん

なようなことにはなろうかと思います。 

 ただ、近くに会館があって今の施設で十分だとい

うスペースであれば、もしそこが市有地であればそ

のまま市有地でということになりまして、区のほう

で持っておられるような土地がありましたら、そう

いったところを使わせていただくというのが一番最

初に来るのかなというふうに思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 実は２分団とも、実際区の土

地に今車庫はあります。しかしなかなか、区の所有

になりますので、例えば少し改修したくても、それ

に対応していただけないというちょっと問題も発

生してるんです。例えば棚を設置したい、でも駄目

ですよ、設置料は出しませんよというふうなことの

ご返答もいただいたようでございまして、非常に環

境をよくしたいのにもできないというふうなこと

も発生してるのは事実ですので、でき得れば、せめ

て施設内の改修程度、そんな詰所がないですから、

車と備品等を入れる程度の大きさですので、そうい

う部分で整理整頓したいのに棚もできないという

ような状況では、やっぱり公共性強いのにと思った

りしますので、その辺は臨機応変にご相談に乗って

いただいて、できる限りのことは対応していただき

たいというふうに思います。よろしくお願いしたい

と思います。よろしいでしょうか。ご返答あれば。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 一つ今のようなお話、私

が直接そういった詰所の中にどうこうというよう

な話はちょっと聞けてないもんですから申し訳な

いですが、また改めてちょっとご相談いただけたら

というのが一つあるのと、あと物によっては財源的

に消防団の関係のほうにもいろんな活動されるの

に運営交付金みたいなのをお渡しさせていただい

てるようなところももしかしたらあるのかもしれ

ませんというようなところは、私、今はっきり分か

らないんですけども、ですので、一度ちょっと改め

てご相談をいただけたら、また判断させていただけ

たらと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） そのほかありませんか。

よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 以上をもちまして分科会審査の午前の部を終了

したいと思いますが、ここで委員の皆さん、当局職

員の皆さんから、何かありましたらご発言願います。

委員の皆さんありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 当局の皆さん、ありませ

んか。 

 ないようですので、明日２２日水曜日の委員会審

査は、午前９時３０分から当委員会室で行いますの
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で、よろしくお願いします。お疲れさまでした。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。再開は、午後

１時。 

午前１１時４４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５９分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、定刻になりまし

たので、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては要点を押さえ、簡潔明瞭に行

っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお願

いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して課名と名字を

名乗ってから行っていただきますようお願いして

おきます。 

 これより３、協議事項、（１）付託・分担案件の

審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 第１１３号議案、令和２年度豊岡市管理会財産区

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 大石但東振興局地域振興課長。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） それでは、

１１３号議案、令和２年度豊岡市管理会財産区特別

会計歳入歳出決算の認定について説明いたします。 

 決算書の５７８、５７９ページをご覧ください。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 歳出から

説明いたします。 

 まず、５７９ページ右側の備考欄をご覧ください。

こちらで説明いたします。まず最初に、人件費７万

６，７００円は管理会委員の報酬などでございます。

このほか、一般管理費、それから財産管理費を合わ

せました歳出の合計は９万５，８９５円となってお

ります。 

 次に、歳入です。５７７ページ、これも右側の備

考欄をご覧ください。歳入は、高橋財産区特別福祉

基金利子、それから北但東部森林組合の出資配当金、

前年度繰越金、預金利子、合わせて２１６万４，８

８７円となっております。 

 なお、決算書の６１２、６１３ページに財産に関

する調書をつけておりますので、また後ほどご清覧

ください。 

 なお、令和２年度について、増減はございません。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１３号議案は認定すべきものと決定しま

した。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午後１時０２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０２分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開します。 

 午前に引き続き、第１０６号議案、令和２年度豊

岡市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

 第１０６号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書等についてであ

ります。 

 十分な質疑時間を確保するために、当局には新規

事業や前年度から大きな変更のあった事業及び主

要事業等を主として説明いただくよう依頼してお

ります。 

 当局の説明は、まず人事課から全体の人件費を含

めて説明をいただき、その後、組織順で課ごとに所

管に係る歳出、歳入、実質収支調書、財産調書等を
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続けて説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 小川人事課長。 

○人事課長（小川 琢郎） 令和２年度一般会計の人

件費につきましてご説明いたします。 

 説明については、配付しております令和２年度決

算人件費の状況（一般会計）という資料に基づいて、

主要なところを説明させていただきます。 

 まず、職員給のところです。基本給です。給料と

扶養手当でございます。給料につきましては、前年

度との比較で８，５２８万６，０００円の増額とな

っております。令和２年度から会計年度任用職員の

制度が始まりまして、その給料がここに入ってきて

おります。会計年度任用職員の賃金については、パ

ートタイムは報酬、それからフルタイムは給料とい

う形で支払っております。 

 次に、その他の手当でございます。全体では合わ

せて２，４５８万９，０００円の減額となっており

ます。この中で、時間外勤務手当が３，１１６万５，

０００円の減額ということでございます。この主な

要因といたしましては、令和２年度については、台

風等による災害対応が少なかったということ、それ

からコロナ禍によるイベントの中止などがありま

して、前年度に比べて減少をしております。その下

の休日勤務手当も同様に減少をしております。それ

から、期末勤勉手当です。ここについては、人事院

勧告によりまして期末手当の支給率０．０５月減少

しておりますけども、ここにも会計年度任用職員の

期末手当が加わったということによりまして、トー

タルで３２２万９，０００円の増額となっておりま

す。 

 次に、会計年度任用職員の報酬でございます。こ

れもパートタイム会計年度任用職員の報酬です。報

酬には、諸手当を含んだところで計上をしておりま

す。ここで１３億２，９１０万１，０００円の増と

いうことになっております。 

 その下です。臨時職員賃金。会計年度任用職員の

制度に移行しましたのでここがゼロになっており

まして、２億９，８５３万９，０００円の減として

おります。 

 次に、共済組合の負担金です。市町村共済組合、

学校共済組合への負担金を計上しております。ここ

ですけども、令和２年度から議員共済への負担金、

これを少し下にあります議員委員等報酬の欄に計

上したということで、その影響でトータル２，６４

５万９，０００円の減額ということにしております。 

 次に、退職金です。これは、退職手当組合の負担

金を計上しております。比較をしまして５，８６６

万４，０００円の増額となっております。ここにも、

主に会計年度任用職員、フルタイムの職員が退職手

当組合に加入したということで増額となっており

ます。 

 次に、その他でございます。９億９，２５３万７，

０００円の減額としております。その他の欄には、

令和元年度には嘱託職員の報酬等が含まれており

まして、その分がなくなった、会計年度任用職員に

移行したということで減となっております。令和２

年度については、主に会計年度任用職員の社会保険

料ですとか雇用保険料などを計上しております。 

 一番下の事業費支弁人件費です。これは建設事業

費ですとか災害復旧事業費などに含めて支出され

る人件費を計上しております。１，３５４万５，０

００円の減額となっております。 

 ということで、一般会計全体を合わせて、令和２

年度８０億７，０９１万３，０００円ということで、

令和元年度と比較して１億４，０２６万８，０００

円の増額という状況になっております。 

 続きまして、事業費のほうを引き続き説明させて

いただきます。 

 決算書のほうをご覧いただきたいと思います。決

算書９５ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 中ほどに人事給与費がご

ざいます。この人事給与費には、職員の勤務ですと

か労務管理、人事給与に関するものを計上しており

ます。令和元年度と比較しますと３５０万円ほどの

減額となっております。この主な要因としては、令
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和元年度については会計年度任用職員制度導入に

対応するための人事給与システムの改修、これを行

っておりまして、その分が令和２年度減少してると

いうことでございます。 

 次に、９７ページ、１行目のところです。職員研

修事業費でございます。この事業費につきましては、

令和元年度と比べて３９０万円ほど減額となって

おります。これも新型コロナウイルス感染症の蔓延

によって、外部へ派遣して行う研修、これの中止で

すとかキャンセルに伴う旅費、負担金の減額という

ことが主な要因です。 

 次に、同じページの中ほどのところ、福利厚生事

業費です。ここでは、職場健診ですとか福利厚生事

業に係るものを計上しております。特に大きな移動

はございませんので、次に行かせていただきます。 

 ３４７ページをお開きください。このページの１

１行目です。災害被災地応援活動事業費がございま

す。この中で人事課の所管分、特別旅費がございま

す。この被災地支援につきましては、昨年の７月、

九州豪雨の際に被災地支援調査に出向いた職員の

旅費として１５万５，７６０円を計上いたしており

ます。 

 歳入につきまして説明させていただきます。７１

ページをお開きください。下から１０行目です。派

遣職員給与費等負担金のところです。これは、北但

行政事務組合のほか５団体への派遣、この職員の給

与に係る負担金の受入れ分でございます。令和元年

度と比べまして９７０万円ほど減額となっており

ます。この主な要因については、災害の応援派遣と

いうのがなかったと。令和元年度は宮城県とか長野

県のほうに職員を派遣しておりましたので、その分

の差が生じております。 

 それから、次のページ、７３ページ、４行目のと

ころです。受益者負担金でございます。この中で、

人事課の所管分が３つ目のところ、職員駐車場、そ

れからその下の成人病検診でございます。 

 次に、７７ページをお開きください。下から７行

目のところ、職員健康診査助成金がございます。こ

れにつきましては、職員の健康診査を実施した際に

共済組合のほうから受け入れる助成金の分です。そ

れから、その下の研修費助成金です。これにつきま

しては、滋賀県にある全国市町村国際文化研修所に

行ったときの研修に係る助成金でございます。それ

から、その下の共済組合の分については、メンタル

ヘルス研修を実施したことに対する助成金を受け

ております。 

 次に７９ページをお願いします。１８行目です、

返納金のところです。そのちょっと下に不当利得徴

収金がございます。この１５４万４，１５９円のう

ち人事課所管分は３６万６，７００円で、過年度分

の扶養手当支給分の返納金でございます。 

 人事課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 次お願いします。 

○総務課長（太田垣健二） それでは、総務課が所管

いたします事務事業の決算につきまして、前年度と

比較して増減額が大きかったもの、あるいは新規事

業等を中心にご説明申し上げます。 

 まず、歳出から説明をいたします。決算書の９０

ページ、９１ページをご覧ください。右側の備考欄

の中段辺りに人件費でございます。その人件費の全

体額のうち総務課分といたしましては、委員報酬中

の２行目に記載のあります情報公開・個人情報保護

審査会委員の委員報酬でございます。決算額は１万

８，０００円でございまして、前年度は執行がなか

ったものです。これは、公文書公開決定に対する審

査請求について、豊岡市情報公開・個人情報保護審

査会へ諮問したことによるものでございます。 

 次に、決算書の９２、９３ページをご覧ください。

右上のほうの一般管理費でございます。一般管理費

の全体額のうち総務課分といたしましては、主に市

広報等の文書の発送、あるいは入札契約事務、法令

関係事務等、行政事務の執行に必要な経費や地区集

会施設の整備に係る補助金等をここで執行してお

りまして、２，６９９万４，０２１円の決算額とな

りました。前年度の決算額と比較いたしまして約８

００万円の減額となっています。その主な要因の１

つ目といたしましては、電子入札の導入に関する経

費が導入初年度である前年度と比較いたしまして
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約３８０万円ほど減額になったこと、それから２つ

目の要因といたしまして、右側の少し下ったところ

に補助金、地区集会施設整備費と記載しております

が、これは単位行政区の集会施設、いわゆる地区会

館の新築等に要する経費に対する補助金なんです

けども、前年度と比較いたしまして約５２０万円の

減額になっております。これらの２つが合わさって

決算額の減額の主な要因になったものと考えてお

ります。 

 続きまして、決算書の１００ページ、１０１ペー

ジをご覧ください。右側下段の庁舎管理費でござい

ます。ここでは本庁舎及び豊岡稽古堂の維持管理に

必要な経費を執行しておりまして、９，９１１万５，

２３８円の決算額となりました。前年度の決算額と

比較いたしまして約１，４９０万円の増額となって

おります。その主な要因の１つ目といたしましては、

新型コロナウイルス感染症対策用の飛沫防止パネ

ル、カウンターですとか食堂とかリフレッシュルー

ム等に配備いたしましたけども、それを緊急的に設

置する必要が生じ、それに要する費用を支出したこ

と。それから２つ目といたしましては、ＰＣＢ特措

法によりまして処分年限が２０２１年度末とされ

ております高濃度のＰＣＢ廃棄物、ＰＣＢ蛍光灯安

定器の処分に要する経費を支出いたしたこと。これ

らの２つが合わさりまして決算額を押し上げる主

な要因になったものと考えております。 

 次に、決算書の１６６ページ、１６７ページをご

覧ください。右側の上から２つ目の中段から少し下

の辺りに特別定額給付金支給事業費でございます。

全体額のうち、総務課といたしましては８０億５，

４２９万９８０円の決算額となりました。ここでは、

基準日におきまして豊岡市の住民基本台帳に記載

されている方全員に交付する１人当たり１０万円

の給付金とその給付金の交付に係る事務経費を執

行いたしておりまして、１０分の１０の国費が財源

として充てられているものでございます。 

 次に、決算書の１７６ページ、１７７ページをご

覧ください。右側一番上の統計調査総務費、それか

ら調査員確保対策事業費でございますけども、統計

調査総務費では豊岡市統計書の印刷経費でありま

すとか兵庫県統計協会等への負担金を、それから調

査員確保対策事業費では統計調査員への書類等の

郵送に必要な経費と統計事務に必要な経常的な経

費を執行しております。コロナ禍におきまして総会

ですとか研修会等が中止になったことから、調査員

確保対策事業費につきましては前年度と比較いた

しまして約５万円の減額となっております。 

 次に、決算書１７８ページ、１７９ページをご覧

ください。右側の２つ目の欄の人件費でございます。

全体額のうち総務課分といたしましては、その上か

ら４行目、５行目の指導員報酬及び調査員報酬の合

計２，４３９万９，７４０円が決算額となります。

これはこの後説明いたしますけれども、その下段に

国勢調査費と記載がございますが、国勢調査を実施

するに当たりまして、指導員６１名、それから調査

員４２５名に支払った報酬でございます。 

 次に、今申し上げました国勢調査費、その下でご

ざいます。ここでは、統計法に基づきまして５年ご

とに実施される、日本に住んでおられる全ての人、

世帯を対象とする最も重要な統計調査に係る事務

用消耗品、それから調査用地図作成委託料等の事務

経費を執行しておりまして、２２９万６，４７９円

の決算額となっております。これも先ほど説明いた

しました人件費も含めまして、いずれも１０分の１

０の国費が財源として充てられているものでござ

います。 

 歳出に関しましては以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。総務課が歳入い

たしましたもののうち、主なものについて説明申し

上げます。 

 決算書の２８ページ、２９ページをご覧ください。

少し戻ります。右側一番下の欄の１行目、市役所北

駐車場使用料でございますけども、決算額は３１２

万９，５００円となりまして、前年度の決算額と比

較し、１２７万１，７００円の減額となっておりま

す。 

 続いて、同じ欄の上から４行目の行政財産目的外

使用料でございますが、全体額のうち総務課分とい
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たしましては６２３万７，８４６円の決算額となり

まして、これはほぼ同額となりました。 

 また、同じ欄の上から６行目、その下でございま

すけども、豊岡稽古堂使用料でございます。決算額

は３９万４，１７０円となりまして、こちらも駐車

場と同様に前年度と比較いたしまして、約３８万円

の減額となっております。 

 続きまして、決算書３６ページ、３７ページをご

覧ください。右側の一番下のほうの下から３行目で

ございます。特別定額給付金給付事業費補助金でご

ざいますけども、先ほどの歳出の際に説明いたしま

した特別定額給付金支給事業費の財源として収入

いたしましたもので、事業費の補助金と、それから

事務費の補助金と合わせまして８０億６，１０１万

２，５８１円の収入をいたしておりまして、決算額

となっております。 

 続きまして、決算書５４ページ、５５ページをご

覧ください。右側の上から３つ目の欄でございます。

国勢調査事務委託金でございますけども、先ほど歳

出の際に説明いたしました国勢調査の人件費、それ

から国勢調査費の財源として収入いたしたもので、

２，９６３万５，０００円の決算額となっておりま

す。 

 それから、次に同じ欄の下から２行目の統計調査

員確保対策事業委託金でございますけども、これも

先ほど歳出の際に説明いたしました調査員確保対

策事業において執行いたしました全額に対して、兵

庫県より委託金として収入したものを財源に充て

ているものでございます。 

 総務課分の説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 次お願いします。 

 上田総務部次長兼ジェンダーギャップ対策室長。 

○総務部次長（上田  篤） １５１ページをご覧い

ただきたいと思います。１５１ページでございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） ワークイノベーション

推進事業費について、まずご説明します。決算額は

５３６万３，８５３円でございまして、対前年と比

べますと４６５万円ほど減額の決算額となってお

ります。これは、コロナ禍によって市内事業所のセ

ミナーでターゲットをかなり絞り込みまして、管理

職と女性従業員、この２つに絞り込んで実施しまし

たため、このような減額というふうになっておりま

す。 

 主な項目についてご説明します。まず、報償金で

ございます。１６万４，０００円。これは、昨年度

新設しましたあんしんカンパニーという表彰制度

の審査に係るアドバイザーへの謝金と学識経験者

への謝金でございます。昨年度あんしんカンパニー

のほう１１事業所からエントリーがありまして、結

果的には１事業所がこの表彰を受けられたという

結果でございます。 

 続きまして、委託料でございます。ワークショッ

プ支援業務として４７１万９，０００円計上してお

ります。これは各種セミナーに係る委託料が５つの

セミナーで９７万９，０００円、それとアドバイザ

ーに対しての業務委託料が１３２万円、それとセミ

ナーの中で演劇ワークショップを実施しました関

係のものが６６万円という内訳でございます。さら

に、調査委託料ということで従業員意識調査を１１

社実施しておりまして、これについては１７６万円

という金額でございます。 

 クラウド使用料については、Ｚｏｏｍのアカウン

ト使用料でございます。 

 次に、ジェンダーギャップ解消推進事業費でござ

います。６６５万６，７２７円でございます。これ

は前年と比較しますと、こちらのほうは１３９万円

ほど増額となっております。前年度、まち全体のジ

ェンダーギャップ解消戦略を７月から策定作業に

入りまして、今年の３月に戦略策定したんですけど、

それに係るまず報償金の２００万７，４７５円とい

うのは、アドバイザーに対する謝金に加えて、戦略

の策定委員の１０名分の謝金等でございます。 

 次に、手数料の３４万９，８００円なんですが、

これはずっと戦略会議を記録として映像を残して、

それをまた発信に活用しまして、その制作料が１６

万５，０００円、それと啓発用の漫画を一応６本作

りまして、これが１８万４，８００円で計３４万９，



 29

８００円でございます。 

 次の業務委託料でございます。戦略の策定支援業

務として４２６万３００円を計上しております。こ

れにつきましては、戦略の策定支援業務として３６

３万３，３００円を策定支援業務として、あと戦略

の概要版のパンフレットを作りました。これについ

ては６２万７，０００円ということで、計４２６万

３００円でございます。 

 続きまして、子育て中の女性の就労促進事業費と

いうことで１３２万４，６２０円を計上いたしてお

ります。前年と比較しますと１７１万５，０００円

ほどの減額になっております。これにつきましては、

２０１８年から２０１９年の２か年でプチ勤務と

いう短時間少日数勤務で子育て中の働いておられ

ない女性と市内事業所とマッチングするというこ

とで、２か年で市内１６事業所に３９名が就職され

たんですけど、２０２０年度につきましてはコロナ

禍によって雇用情勢が激変して、従来のプチ勤務と

いうのを今回は中止いたしまして、特にコロナ禍で

影響を受けやすい子育て中のシングルマザーを対

象に、正社員化ですとか年収アップを狙って、今年

の１月から３月までパソコンの基礎スキル習得支

援セミナーを社会福祉課のほうと連携して実施し

まして、８名の方が受講されて、うち２名の方が受

講終了後に正社員になられたりとか、あと学び続け

る力がついたというふうにアンケートのほうでは

お答えいただいております。これについて、報償金

ということで８名の方の６３５時間分の支援セミ

ナーに係る経費でございます。 

 続きまして、ちょっと先に歳入のほうご説明しま

す。４３ページをお開きください。４３ページ、２

０の地方創生推進交付金でございます。この１億３，

０００万円余りの中で、これジェンダーギャップ解

消とワークイノベーションと子育て中の女性の就

労支援という３つについて、基本２分の１の補助率

で６６７万３，０００円がジェンダーギャップ解消、

それとワークイノベーションと子育て中の女性の

就労促進、この３つの事業に係るものでございます。 

 続きまして、キャリアデザインと男女共同参画に

ついては、岸本参事のほうからご説明いたします。 

○分科会長（西田  真） 岸本ジェンダーギャップ

対策室参事。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） １

１１ページをお願いいたします。中ほどより下に男

女共同参画社会推進事業費がございます。これにつ

きまして、まず最初に説明させていただきます。決

算額が３４万５，６１８円です。主なものといたし

まして業務委託料、一時保育ですけれども、２０２

０年度は新型コロナウイルス感染症対策によりま

して、市内各事業が中止または延期をされておりま

す。それに伴いまして、一時保育業務の実績が３０

事業、５８人の保育という結果でした。前年度２０

１９年度が６７事業、２９５人の保育ですので、２

割余りの実績だったという結果になります。 

 続きまして、その下のキャリアデザイン推進事業

費につきまして説明をさせていただきます。費用弁

償から手数料までは研修用の資材であるとか事務

費ですので説明を省略させていただきまして、業務

委託料について説明をさせていただきます。業務委

託料の決算額が７６８万１，３００円となっており

まして、職員の研修業務に関連するものが７０２万

１，３００円、職員意識調査業務の委託料が６６万

円という決算になっております。 

 研修につきましては、８種類１１回、延べ３７９

人の職員が４月のＯＪＴ指導者研修からマネジメ

ント研修までの１１回の研修を実施しております。

その費用、それから研修のプログラムあるいは事業

推進のためのキャリアデザインのアドバイザリー

業務として１３２万円がこの中には含まれており

ます。その他関連するものがこの中に含まれている

ということになります。あわせまして、下段の職員

意識調査業務につきましては、２０２０年度の１１

月に実施をいたしました。対象者が８５７人の職員

でしたけれども、７３７人が回答しておりまして、

８６％の回答率を得ています。分析結果を基にしま

して表出しました課題等へ担当部署とも共有しな

がら対応を行ってきております。 

 説明は以上です。 
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○分科会長（西田  真） 次、お願いします。 

○情報推進課長（中奥  実） そうしますと、１２

９ページをご覧ください。上から２行目、行政情報

課推進事業費です。まず、消耗品費３，３１５万９，

３４２円になっておりますが、このほとんどがライ

センス更新等のソフトウエアの経費が主なものと

なっております。 

 業務委託料です。上から２つ目のシステム開発業

務は、振興局等ファイルサーバー再構築とリストワ

ークスサーバー更新によるものです。その下のほう

の情報戦略アドバイザリー業務は、専門家より情報

戦略に関する助言及び支援を受けるためのものと

なっております。 

 続きまして、事業用備品です。こちらのほうは、

事務用のパソコン２０５台、ウェブ会議用パソコン

１５台、在宅勤務用パソコン２０台を購入しまして、

金額としましては２，３２６万円となっております。

ウェブ会議用のモニターも購入しておりまして、こ

の分が約５４９万円ということで、事業用備品につ

いては、主なものは以上となっております。 

 情報推進課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 若森コミュニティ政策課

長。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） コミュニテ

ィ政策課の歳出分の決算につきましては、決算書の

１４４ページ、一番下のほうから、それから１４９

ページが主なものになっています。主に大きな費用

について説明させていただきます。 

 まず、決算書の１４７ページの８行目辺りになり

ます。地域コミュニティ推進事業費です。１億５，

２６０万２９９円になっています。これの執行内訳

について説明します。 

 一番大きな費用として、真ん中、下から３分の１

の辺りの交付金になります。交付金で、１億４，０

１８万４，３００円が推進費のほとんどの金額を占

めております。これは地域コミュニティ活性化交付

金とそれからコミュニティづくり交付金になりま

す。 

 地域コミュニティ活性化交付金については、地域

が取り組みたい事業や地域づくり計画を策定する

ための経費として、希望するコミュニティを対象と

した交付金になっています。２０２０年度につきま

しては、３地区に係る経費で１２４万９，０００円

を支出してます。２０１９年度においては、８地区

で３２５万６，０００円でしたので、２１０万円程

度の減額となっています。 

 それから、その少し下のコミュニティづくり交付

金です。これは、全ての地域コミュニティを対象に、

地域コミュニティづくり交付金として、合計１億３，

８９３万５，３００円を支出しております。コミュ

ニティづくり交付金につきましては、２０１９年度

と比較して、約３３０万円の減額となっています。

これは、コロナ禍で活動が制限されたことが原因と

なりますけれども、地域コミュニティで執行残とな

った金額の差ということになっております。 

 少し下の、同じページのその下で、コミュニティ

センター管理費です。２億６，１５１万４，９７５

円を執行しました。このコミュニティセンター管理

費につきましては、通常の管理費に加え、昨年度は

長寿命化工事に係る経費、それからコロナ対策に要

した費用が含まれておりまして、２０１９年度と比

べ１億９，２００万円という、かなりの増額となっ

ております。 

 その概要について説明をさせていただきます。中

筋のコミュニティセンターの長寿命化工事になり

ます。決算書の１４９ページの下から３分の１程度

に記載しています補修工事費になります。補修工事

費としまして５，０１２万２，６００円を執行させ

ていただきました。 

 なお、少し上になりますけれども、設計監理委託

料として、同じページの投資委託料、設計監理委託

料のうち、１，１９１万８，５００円のうち、中筋

の長寿命化工事に係る経費として３９９万８，５０

０円を執行しております。 

 それから、コロナ感染症の対策に要した費用につ

いて説明していきます。主に整備工事費、それから

設置工事費で執行させていただきました。整備工事

費のほうでは、豊岡、それから五荘、八条の空調設
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備について、換気機能を充実するための改修工事と

して１億５５万４，３００円を執行しております。

また、その工事に伴いまして、投資委託料の設計監

理料１，１９１万８，５００円のうち７９２万円の

設計監理委託料を執行しております。 

 それから、同じくコロナ感染対策として、設置工

事費になります。２，４４４万３，３４８円の歳出

です。内容は、情報網の通信設備として、全てのコ

ミセンにＷｉ－Ｆｉ環境の整備、それから網戸の設

置、換気扇の設置を行っております。 

 それから、ちょっとページが飛ぶんですが、ほか

にコロナウイルスの感染症対策として、決算書の２

３９ページ、一番下のほうに感染症対策事業費のコ

ミュニティ政策課の執行分があります。予防費にな

っております。めくっていただいて、２４１ページ

の一番上に、修繕料９６３万６，８２５円という記

載がありますが、このうち６３６万３，２２５円、

こちらのほうをコミュニティセンター、２３のセン

ターのトイレの手洗いの非接触の自動水栓の係る

費用として執行しております。 

 続きまして、歳入について説明いたします。決算

書の２９ページになります。下から２行目です。コ

ミュニティセンターの使用料です。こちらは、２０

１９年度と比較して、約１１４万２，０００円、金

額としては約２割の減額となっております。これは、

やはりコロナ禍での活動自粛が影響しているとい

うふうに考えております。 

 それから、続いて、決算書の６５ページですね、

６５ページの真ん中の辺りの地域振興基金の繰入

金です。このうちコミュニティ推進事業費に２，１

３０万円を財源として充てております。 

 続いて、決算書の８１ページ、一番下になります。

コミュニティセンター整備事業債として４，７１０

万円です。先ほど申し上げました、中筋のコミュニ

ティセンターの長寿命化改修に係る経費として４，

７１０万円を計上しております。これの財源として

います。 

 それから、決算書の８７ページです。真ん中辺り

の過疎対策事業債です。こちらについては、城崎と、

それから竹野、それから但東地域のコミュニティづ

くりの交付金３，４０８万８，０００円を執行して

るんですけれども、そのうち３，４００万円の財源

としております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 谷垣城崎振興局地域振興

課長。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） それでは、

決算書の１０６、１０７ページのほうをご覧くださ

い。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 上段の財

産管理費の下から４行目及び３行目にあります整

備工事費、弁天公園、事業費４６０万４，６００円

について説明いたします。 

 整備工事の内容でございますけれども、市街地の

中心部付近の民家が密集しとるところに位置して

おります弁天公園の樹木の倒木落下などによる隣

接住宅などへの被害を未然に防止するため、生い茂

った立木並びに枝木の伐採を行いまして、あわせて、

利用者の安全確保を行うために、山頂に通じており

ます階段並びに手すりを改修したものでございま

す。 

 次に、決算書の１３０ページ、１３１ページをご

覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） １３０ペ

ージ、１３１ページ上段付近にあります城崎振興局

費に係る決算について説明いたします。内容につき

ましては、１３１ページの備考欄の庁舎管理費から、

下から１３行目にございます自動車管理費までで

ございます。 

 まず、庁舎管理費ですが、総額で１，１３６万４

４０円の執行となっており、前年度と比較しまして

１，３８０万円余りの減額となっております。その

要因といたしましては、前年度には庁舎の経年劣化

に伴います庁舎改修を全面的に行いまして、当該年

度で庁舎本体の一通りの改修が完了したため、令和

２年度においては庁舎の改修工事を行っていない

ために、先ほど申しました１，３８０万円余りの対
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前年度比減となっております。 

 庁舎管理費の消耗品費から、以下ずっと下がって

いただきまして、テレビの視聴料までの各項目につ

きましては、振興局の事務並びに庁舎の維持管理に

関する経常的な経費でございまして、例年並みの管

理などに係る必要な経費を支出しております。 

 次に、自動車管理費でございます。自動車管理費

で総額１１７万９，５３８円の執行でございますけ

れども、リース車５台を含みます城崎振興局で管理

しております公用車１０台分の管理費でございま

す。内容につきましても、例年並みの管理に係る必

要な経費を支出しております。 

 次に、歳入でございますけれども、歳入につきま

しては、歳入の予算科目並びに金額ともに、前年と

大きな変更はございません。 

 城崎振興局からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 山根竹野振興局地域振興

課参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） では、

１３３ページをお願いいたします。上から３つ目の

枠、竹野振興局費の庁舎管理費につきましては、竹

野振興局の通常経費で、光熱水費、電気設備、エレ

ベーター等の保守点検、宿日直業務の委託料が主な

もので、令和２年度につきましては、特に大きな修

繕、改修工事は実施しておりません。 

 同じページの真ん中からやや下、自動車管理費に

つきましては、振興局管理公用車７台の管理費でご

ざいます。 

 では、少し飛びますが、３７５ページをお願いい

たします。３７５ページの真ん中辺りの仲田光成記

念全国かな書展開催事業費の主な内容ですが、報償

金は応募作品審査のための審査員謝礼であり、報償

品は表彰楯でございます。報償品の下３つ目、印刷

製本費は、募集チラシ、ポスター等の印刷のほか、

このたび２０回をもって書展の幕を閉じましたこ

とによりまして、記念誌の発行に係る印刷代で、そ

の下５行目、業務委託料の主な内容は、会場設営、

額装の業務費用でございます。 

 １ページ戻っていただきまして、３７３ページの

４枠目の人件費の中の会計年度任用職員報酬のう

ちの補助員について、こちら、かな書展の作品整理

のために雇い入れた臨時職員３か月分の賃金です。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。７１ペ

ージをお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 上から

５行目、頒布代の５つ目、書籍等の１９万６，２２

０円のうち、先ほど申し上げました仲田光成記念全

国かな書展の閉幕により発行しました記念誌代分

として１６万５，０００円がございます。 

 ７９ページをお願いいたします。上から７行目、

美術展等の出展料の全国かな書展１２８万７，５０

０円は、仲田光成記念全国かな書展への出展料及び

表具料の負担金で、前年度から出展数が１４９点増

えたことによりまして、６万５，６００円の増とな

っております。 

 私からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 中川日高振興局地域振興

課長。 

○日高振興局地域振興課長（中川 光典） それでは、

１３５ページをご覧ください。備考欄、上段付近の

日高振興局の庁舎管理費です。基本的には経常的な

管理経費でございます。５行目の修繕料につきまし

ては、コピー機のパフォーマンスチャージ料が主な

ものとなっておりますけども、このうち約７万円に

つきましては、エレベータードアセンサーの取替え

を行ったものです。 

 庁舎管理費の最下段、庁用備品につきましては、

来庁者用の記載台などを購入したものです。 

 続いて、その下、自動車管理費です。リース車８

台を含む日高振興局管理公用車１１台分の管理費

です。年度中、２台を新規のリース車両として切替

えを行っております。 

 続いて、歳入について説明をいたします。７３ペ

ージをご覧ください。下から１０行目の日高庁舎の

光熱水費等使用者負担金１４３万８１円ですが、日

高庁舎へ入居している豊岡市商工会をはじめとす

る団体の電気料金などの使用者負担金となってお
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ります。 

 続いて、行政財産に関する調書について説明をい

たします。５９６ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） ５９６。（「６」と呼ぶ

者あり）はい。 

○日高振興局地域振興課長（中川 光典） ５９６ペ

ージです。公共用財産の下段部分、その他の施設で

すが、真ん中辺りの堀区コミュニティセンターから

篠垣区コミュニティセンターにかけての７施設と、

次のページの真ん中付近の日高区公民館の合計８

つの地区集会施設を４月１日付で地元へ譲渡して

おります。 

 私からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 今井出石振興局地域振興

課長。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） １０７ペ

ージをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 上から２

行目の財産管理費です。このうち１３２万円が出石

永楽館の修繕料です。舞台設備が故障したため、緊

急に修繕工事を実施したものです。 

 次に、１３７ページをご覧ください。下の枠の庁

舎管理費、出石の庁舎管理費です。１，５４６万１，

７２６円の支出で、前年より約１，３００万円の減

となっております。経常的な経費以外の主なものは、

修繕料として、雨漏りの修繕、エレベーターのイン

ジケーターの更新などに２６８万４６７円を支出

しております。 

 次に、１６５ページをご覧ください。下から３行

目の出石永楽館歌舞伎開催事業費です。昨年度は新

型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した

ため、支出総額は９７万６，２８５円で、前年より

約７，５００万円の減となっています。中止に伴い、

愛之助さん、壱太郎さんからの応援メッセージを放

映するための映像制作委託料等を支出しておりま

す。 

 次に、３８３ページをご覧ください。上から２行

目の伝統的建造物群保存地区保存事業費です。支出

総額は２，９３４万４，９６６円で、前年より約１

４万円の増となっています。主なものとしては、ペ

ージの中ほどにある補助金２，４００万７，０００

円で、修理・修景事業４件に対するものです。 

 また、伝建地区防災計画策定に向け、調査分析業

務委託料４０１万９，４００円等を支出しておりま

す。 

 次に、同じページ、下のほうの永楽館管理費です。

支出総額は２，７９５万８，６９８円で、前年より

約２，１００万円の増となっています。換気機能を

強化する工事と北面２階の外壁修繕工事を実施し、

設計監理委託料３３５万５，０００円と工事費１，

８８８万９，２００円を支出しております。 

 次に、３９５ページをご覧ください。ページ中ほ

どの出石多目的ホール管理費です。主なものとして、

破損したガラスの交換など、修繕料に７５万２，０

７０円を支出しております。 

 次に、歳入について説明します。４３ページをご

覧ください。中ほど少し下、社会教育費補助金の３

つ目、重要伝統的建造物群保存地区保存修理費補助

金１，３９７万４，０００円は、修理・修景事業４

件分と防災計画策定に係る国庫補助金で、補助率２

分の１のものです。 

 また、５３ページをご覧ください。中ほどの社会

教育費補助金の３つ目、同じく重伝建の保存修理費

補助金６９８万７，０００円は、県補助金で、補助

率４分の１のものです。 

 次に、５９６ページをご覧ください。行政財産建

物に関する調書の最下段、公共用財産のその他の施

設の上から２行目、宮内地区コミュニティ消防セン

ターから５行下の奥小野の集会所までの６施設に

ついては、地元区へ譲与するため普通財産へ移した

ものです。 

 ６０２ページをご覧ください。普通財産建物に関

する調書の一番上に記載の宮内地区コミュニティ

消防センターから奥小野の集会所までの６施設に

ついては、行政財産から移し、地元区へ譲与したた

め、当該面積を減じております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 大石但東振興局地域振興
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課長。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） それでは、

１３９ページをご覧ください。備考欄中ほど、庁舎

管理費として、但東地域振興課１，６７５万３，４

３４円を支出しております。前年度に比べ５７万円、

３．３％の減額となっています。 

 経常費以外の主な支出としましては、このページ

の下から５段目に補修工事費を上げております、２

３０万８，９００円。庁舎内の水道集中管理室兼サ

ーバー室のエアコンの改修と、それから消防署但東

駐在所の事務室ＬＥＤ化の改修に係るものでござ

います。 

 それから、この１３９ページ、最下段、自動車管

理費としまして１６３万２，３８３円は、公用車の

管理経費となっております。 

 次に、３７５ページをご覧ください。下段に東井

義雄の心を伝える推進事業費としまして１６５万

９，１２８円を支出しております。この事業は、従

前は文化振興課が所管しておりましたが、令和２年

度から但東振興局に所管替えとなった事業でござ

います。主な支出としましては、業務委託料１３２

万９，９００円です。これは、東井義雄記念館内に

あります視聴用映像が、制作から２５年を経過しま

して、もう画像も粗くなり、音声も割れてますこと

から、新たに視聴用画像を制作したものでございま

す。 

 次に、３９３ページをご覧ください。中ほどから

やや下に、但東市民センター管理費としまして３５

７万３，８７２円。これは、市民センターの管理に

係るものです。主な支出としましては、修繕料とし

て１５６万７，２２０円、市民センターの照明の一

部ＬＥＤ化、それから誘導灯、自動ドア修繕等に係

る費用を支出しております。 

 次に、歳入を説明いたします。６５ページをご覧

ください。中ほどに東井義雄遺徳顕彰基金繰入金１

６５万９，１２８円でございます。先ほど歳出で説

明いたしました東井義雄の心を伝える推進事業費

としまして繰り入れたものです。 

 その他の歳入につきましては、例年と大きな変更

はございません。 

 以上で説明を終わります。 

○分科会長（西田  真） 三笠会計課長。 

○会計課長（三笠 孔子） それでは、１０１ページ

をお開きください、上から２枠目のところですけど、

会計管理費です。これは、会計課の事務に係る通常

の経費で、令和２年度はシステム更新等の特別なも

のはなく、通常の収納事務手数料、システムの保守

料等の費用のみでした。前年度はシステム更新があ

りましたので、前年度に比べると、約１４５万円の

減額となりました。 

 続きまして、１０５ページをお開きください。基

金管理費の積立金のところですけど、このうち３，

９４１万２，５２７円、それからずっと下のほうで、

下から２行目のところに土地開発基金繰出金（運用

利子）というのがありますが、このうち２２万８，

１１８円が会計課の所管となっております。 

 基金の運用益は、果実運用分以外は全額積み立て

ることになっております。そこで、歳入の基金運用

利子収入から果実運用分を除いたものを積み立て

たものです。土地開発基金繰出金を合わせた額で、

前年度より約１，１２０万円の増額となりました。

増額の要因等については歳入のほうで説明させて

いただきます。 

 それでは、歳入のほうで５７ページをお開きくだ

さい。真ん中辺ですけど、基金運用利子４，１０２

万７，００１円、前年度に比べて約１，１３０万円

の増となりました。これは、金銭信託の運用益が円

安によって前年度よりも約１，１００万円増加した

ことが主な要因です。 

 この４，１０２万７，００１円から、右側の備考

欄にある福祉基金、水と土保全対策基金、植村直己

顕彰基金、東井義雄遺徳顕彰基金、これが果実運用

分というんですけど、この分の１３８万６，３５６

円を差し引いた３，９６４万３４５円が歳出、先ほ

ど説明しました基金積立金と土地開発基金繰出金

の合計と同額になります。 

 右側の備考欄の内訳なんですけど、財政調整基金

利子２，５１４万９，１１５円のうち金銭信託の運
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用益が２，１１２万８，７９３円、定期預金、債券

運用等の運用益が４０２万３２２円です。以下の基

金につきましては、全て定期預金、債券運用益とな

ります。 

 基金の利子につきましては、財政調整基金の金銭

信託分の元金を除いて、特別会計の基金も含めて元

金を一括運用しております。そこで、年度末にそれ

ぞれの基金残高に応じて利子を案分して収入、積立

て処理を行っているものです。 

 なお、金銭信託については、令和３年３月２３日

の利子の配当により、目標である受け取り利子の総

額が２億５，０００万円を超えましたので、１０億

円の元金は償還され、運用が終了いたしました。平

成１９年に契約ということでしたので、１４年かか

ったということになります。 

 続きまして、６７ページをお開きください。上か

ら３分の１の辺で預金利子というのがあります。こ

のうち７万６，２４３円が会計課の所管です。これ

は歳計現金、毎日動いている現金の余裕金があると

きに、定期預金のほうに回して利子をいただいてい

るという分です。 

 それから、そのほか雑入で請求書用紙とか事務費

負担金とかがありますけど、これは例年どおりとい

うことで、特に変動はありません。 

 会計課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 宮岡選管監査事務局長。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） それでは、１６

６、１６７ページの税務総務費をご覧願います。こ

のうち監査委員事務局の所管分についてご説明を

申し上げます。 

 まず、１６７ページ、下から５行目の委員報酬２

万７，２００円でございますが、固定資産評価審査

委員会委員３名の方への報酬でございます。審査申

出が１件ございました。２回の委員会を開催してお

ります。 

 次に、１６９ページ中ほどより少し下になります

が、固定資産評価審査委員会費３万２，０１２円で

ございます。委員会の経常的な運営費のほか、令和

元年度からの繰越分の訴訟に係る事務連絡費用等

を執行いたしております。 

 また、繰越明許費につきましては、訴訟業務に係

る顧問弁護士への報酬相当分の委託料３３万円で

ございます。 

 続いて、１７２、１７３ページをご覧願います。

選挙費のうち選挙管理委員会費でございますが、主

立ったものについて説明をいたします。 

 一番下、１７３ページの最下段でございますけれ

ども、委員報酬１４０万４，０００円は、選挙管理

委員会委員４名の方への月額報酬でございます。 

 次に、１７５ページ、同じく選挙管理委員会費で

ございますが、総額２８万６，５７０円は、委員会

の経常的な運営費でございます。 

 同じページ、第６３目、市長選挙及び市議会議員

補欠選挙費は、本年４月１８日告示、４月２５日に

執行いたしました任期満了に伴う市長選挙及び欠

員に伴う市議会議員補欠選挙について、２０２０年

度中に準備のために要した経費でございます。 

 人件費でございますが、事務補助員としての会計

年度任用職員２名への報酬と併せ、人事課所管の予

算からパートタイムの会計年度任用職員１名に係

る報酬及び諸手当などを執行させていただいてお

りますので、総額で３２万８，７３６円でございま

した。 

 このほかに選挙啓発用の消耗品費等５２万２，３

０５円を執行いたしておりますので、選挙費用総額

では８５万１，０４１円を執行いたしております。 

 次に、１７８、１７９ページをご覧願います。監

査委員費でございますが、主立ったものについてご

説明を申し上げます。 

 委員報酬２８１万５，１９９円は、監査委員３名

の方への月額報酬でございます。 

 監査事務費総額５６万７，６７１円は、監査委員

事務局の経常的な運営費でございます。 

 歳出については以上でございます。 

 続きまして、歳入に移らせていただきます。５４

ページ、５５ページをご覧願います。５５ページ上

段に記載の選挙費委託金でございますが、これは、

在外選挙人名簿の登録事務費といたしまして、１０
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件分について７，３１０円が兵庫県から交付をされ

ました。 

 続いて、７１ページの雑入でございます。７１ペ

ージ、雑入のうち、最下段に記載の監査事務負担金

でございますが、これは北但行政事務組合と但馬広

域行政事務組合の監査事務を受託しております。そ

の事務負担に係る人件費相当額を負担金としてそ

れぞれの組合から頂いているものです。総額で４９

万７，４８７円でございました。 

 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局からは以

上でございます。 

○分科会長（西田  真） ありがとうございました。 

 説明は終わりました。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。再開は２時２

０分。 

午後２時０８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２０分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開します。 

 既に説明を終えておりますので、これから質疑に

入ります。 

 質疑はありませんか。どなたからでも結構です。

どうぞ。 

 土生田委員。 

○委員（土生田仁志） 地域コミュニティのことでち

ょっと確認というか、お尋ねしたいんですけども、

実際予算を出して事業を組んでいただいて、その予

算が足らない場合にどういうふうな方法を講じて

おられるのか。全く全部辛抱してくれっていうのか、

そんなことはないと思うんですけど、その場合の、

そのやり直しというんですか、どのようにしておら

れるのかお尋ねします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 令和２年度

の決算では、コミュニティづくりの中で、その予算

が不足したという認識はございません。コミュニテ

ィ交付金については、活動に対しての交付金となっ

てまして、コロナの影響でかなり活動が制限されて

おりますので、その分違う、例えば、コロナ対策の

備品とかに活用されているというふうに聞いて、認

識しています。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 土生田委員。 

○委員（土生田仁志） ある意味そのコミュニティで

組んでいただいた事業っていうのは、市役所の代役

っていうか、許可が出た場合はそれが通ると思うん

ですけども、もし予算的に足らないのであればって

いうのは、たった１期ですけど、十分に予算がある

っていうことは聞いた記憶もないんで、その辺の予

算を含めた部分で、地域が困らないようにしてあげ

てほしい、それが１期しか務めていない議員として

の、ちょっと困っておられるという現場を確認した

ことなんですけれども、その辺はしっかり予算が回

って、事業ができないっていうようなことがないよ

うに、原因を確かめて、よろしく対応のほうをお願

いしたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（土生田仁志） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 何点かありまして、ちょっと

午前中フライングをしてしまいまして、昼からの質

問を午前中にしまして、昼からしてくださいという

ことでした。 

 まず、各振興局のプロジェクト事業があるかと思

うんですけれども、ちょっと内容を見てますと、本

当にこれプロジェクト事業というような名前でい

いものなのかっていうふうなんが率直に感じてお

ります。 

 修繕費やああいう部分が大半を占めております

し、そういったところ、プロジェクトといいますと、

やはり、新しい地域のための、何かこう施策だとか、

あと地域の未来のための戦略的な部分のことが、普

通の方でしたらそんなふうに感じておるんですけ

れども、そういったあたり、各振興局どのように考

えられてるのか、今の名称のようなままで本当にい

いのかどうか、その辺り、お聞かせいただけますか。
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各振興局お願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 申し訳ご

ざいません、振興局プロジェクトの関係につきまし

ては、建設経済のほうでお願い、所管になっており

ますので、申し訳ございません。 

○委員（田中藤一郎） 所管が違うのはどういう意味

合いなんでしょうか。ちょっと僕ら分かんないんで

すけど。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 振興局プ

ロジェクトの関係につきまして、今ここに来ておる

振興局の職員は、総務担当の所管の職員ということ

にしております。プロジェクトの関係につきまして

は、建設経済委員会のほうの所管の参事なり課長が

担当しておりまして、ちょっとこちらでは答弁しに

くい部分もございまして、所管は向こうのほうと認

識しております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） では、その修繕費だとかいう

ふうな部分で出とるわけですけれども、それもそっ

ちのほうっていうふうな部分になるんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） はい、そ

ちらの所管になっております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 分かりました。 

 ただ、これは伝えといていただきたいと思うんで

すけれども、ちょっとあまりにもプロジェクトって

いうふうな名前だけが先行して、内容的な部分を見

ますと、これはもうプロジェクトじゃないですよね。

やっぱりそういった部分はしっかりと共有をして

いただきながら、共有の認識を取っていただけるよ

うに、これはしっかりと伝えといていただきたいな

というふうに思っておりますし、また、これも違う

んか、ちょっと分かんないんですけれども、やはり

独自の部分というふうな部分の精査的な部分って

いいますと、やはり総務的な部分も非常に多いかと

いうふうに思います。 

 また、その内容の部分の修繕費なら修繕費と一緒

の、何か２つに分けてしとるだとかいうふうな部分

というのは、ちょっとこれはある意味ごまかしのよ

うな部分にしか見えませんので、その辺りもお願い

したいと思います。 

 引き続き、すみません。情報の部分なんですけれ

ども、情報戦略アドバイザリーで５００万円ほどか

けられておられます。どのようなアドバイスがある

んでしょうか。また、今後のどういったふうな部分

で生かそうとしてるのかをちょっと教えていただ

けますか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） 昨年度につきまして

は、内容につきましては、市の方向性だとか取り組

む事項等、あとは時間マネジメントだとか時間外の

削減についてのアドバイスをいただいたり、業務的

なものだと振興局サーバーの更新を、これまで各振

興局でサーバー更新をしてたのを本庁に持ってき

たほうが安くなるだろうと、それに対する情報のセ

キュリティー関係のアドバイスをいただいたりだ

とか、あとはテレワークが専門の方でしたので、テ

レワーク推進についての取りかかり、今後のプロセ

スの進め方っていうので、あとは基幹システムの更

新というのが令和７年にあるというのの専門的な

アドバイスをいただいたということになっており

ます。 

 これからにつきましては、その基幹システムの更

新もさることながら、自治体ＤＸと言われてます、

それに向けて、よきアドバイスであるとか支援、助

言をいただきたいと思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 今は何かボランティアで一生

懸命勉強されてるとも聞いておりますけれども、や

はり、またちょっと聞きたい部分はあるんですけれ

ども、やっぱりどれだけＤＸを進めるかによって経

費が削減されて、そういった部分をほかのところに、

市民のところに回すだとかいうふうな部分になっ

てくると思いますので、５００万円で、僕らから見

ると非常に、逆に少なくて、もっとしっかりとした
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予算請求をすることによって、その分より効果があ

るような形づくりをしっかりとつくっていただき

たいというふうに思っておりますけども、そういう

ふうな方向性でいいというふうに理解すればよろ

しいですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） これまで情報アドバ

イザーさんに入っていただいて、スマートワークラ

ボということで、政策調整の職員と情報推進の職員

とでアドバイザーさんに入ってもらって、スマート

ワークラボというグループをつくって検討を進め

てまいりました。ただ、来年度以降は、そのＤＸ推

進という体制づくりも含めて考えていきたいかな

と思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 関貫市長、そちらのほうは精

通しておられるというふうに思いますし、また力を

入れていきたいというふうな部分も言われておら

れるようですので、情報の部分っていうのは今後の

行政の中で非常に重要な部分になってくると思い

ますので、よろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ほかにあり

ませんか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 今のに関連して、各地域振興

局の関係です。プロジェクト事業費は、全てこれは

振興局では、一応予算としては上がっとっても、執

行といいますんか、実施に当たっては違うんだとい

うことですね。 

 非常に気になりますのは、これのそれぞれの修繕

料、それぞれ３００万円云々というふうなことの中、

例えばこれは、地区の住民の方が側溝の蓋がちょっ

と傷んでるから取り替えてくれとか、そういう軽微

なもう補修、修理、そういうものもすぐ対応しなく

ちゃ危ないというようなことについては、これはあ

くまでも振興局が地元から情報を聞いて、それをこ

う、例えばここの、悪いですけども、都市整備部の

中の建設の中の補修のほうに電話をして、また現地

確認して執行していく。それも、その３００万円何

がしのお金は当然建設のほうで管理していく、そう

いうことですね、どうでしょうか。 

 僕が思ったのは、物すごく補修、修繕、緊急性等

ある中で、言わばガードレールとかガードパイプが

もう腐って落ちている、わざわざそういうものも本

庁に対して協議、決裁、確認をしないと、やっぱり

振興局でこう実施できないということのほうが大

きな問題があるんじゃなかろうかなと。それが各そ

れぞれ振興局あって、３００万円大きいじゃなくて、

やっぱりこういう、そういう言わば道路整備とか舗

装計画とか水路計画、年に緊急度、全市の中でとい

うことじゃなくて、生活に関わる、緊急避難の費用

までもね、やっぱりそれはちゃんと言われないと、

これも本当に末端行政の、地域振興局を預かっとる

職員の皆さんが、ちょっと僕はお粗末だなと。これ

は、ここでは言いにくいんでしょうけど、やっぱり

是正すべきですよ、これは。これ要望と意見という

んか、僕は強くこれはその再検討といいますんか、

行政として求めたいというふうに思いますね。そん

なものは、本庁が決裁して、いい悪いなんてする必

要はないというふうに思ってますよ。やっぱり密着

型でやってほしい、これは要望です。強い要望を言

っておきます。 

 そうですね。違ったらごめんなさい。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

 いや、建設課の所管だってはっきり言ってもらっ

たらいいですよ、その辺を。 

○財政課長（畑中 聖史） すみません、ちょっと誤

解があったようですので。 

○委員（浅田  徹） 僕の誤解ですか。 

○財政課長（畑中 聖史） はい、訂正をさせてくだ

さい。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 予算は、基本的に事業ご

とに予算がございますけれども、この振興局プロジ

ェクトという予算は、それぞれの振興局が所管はし

ておるんですが、この総務委員会の所管ではなく建

設経済の委員会の所管だということを申し上げた

ことです。 
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 ですんで、今おっしゃったような道路の修繕ある

いは側溝の修繕、その辺は全部権限を持っておられ

ます。 

○委員（浅田  徹） 分かりました。それはちゃん

と……分かりました。了解です。 

○財政課長（畑中 聖史） はい。ちょっと説明が最

初きちっとしとけば、午前中しとけばよかったんで

すけど。 

○委員（浅田  徹） その辺がちょっと違うなと思

って。まあまあ田中藤一郎委員の……再確認をした

んで。申し訳ないですね、ちゃんとそれを言っても

らったら、もうオーケーです。はい、了解しました。 

○分科会長（西田  真） 再度、もう一度教えてく

ださい。 

○財政課長（畑中 聖史） はい。繰り返しですけれ

ども、あくまでも予算は振興局にそれぞれついてる

予算でございます。それぞれ振興局長を中心に、委

員会はこの所管ではございませんけれども、振興局

が一体となって、地域ですべきような、その道路の

修繕ですとか、側溝の修繕等を考えられて予算を執

行されてるということでございます。ちょっと言葉

足らずと、午前中にきっちりご説明しとけばよかっ

たことでした、申し訳ありませんでした。以上です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） これはこの１３１ページ見ま

すと、城崎ですけど、この補修工事、太鼓橋等とい

うことで６００万円、７００万円近い、６７０万円

か。これ額に応じてそういうものは、本所でするの

か振興局でやるのか、橋とか道路とか。この辺につ

いてはどういう仕分をされてるんですか。質問です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 先ほど来

出てますように、実際は地域振興課の地域振興係の

ほうがやってくれております。 

 ただ、大抵このような要望等は、区長さんを通じ

て私どものほうに入ってまいります。区長さんとの

お話の中で、当然総務係、私も入ってお話を聞いて

いって、そのときに一つの目安として、設計価格も

しくは見積価格が３０万円未満のものについては

振興局のほうで直営すると、それを超えるような事

業費のものについては、一応本庁建設課もしくは農

林水産課等と協議して事業を実施するというふう

に聞き及んでおります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） ３０万円。 

○分科会長（西田  真） そうそう、よろしいか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） それでは、気になったのが、

これも出石ですね。これは３８３ページですね。伝

建です。伝建事業、これはええんですね、出石さん

でね。説明受けました。非常にこれ、伝建そのもの

の保存地区指定で、事業としてはすばらしいという

よりも、特色ある、やはり出石を生かすという事業

では、非常に応援したいと思ってます。 

 その中で気になりましたのが、防災計画策定調査

分析業務で４００万円執行されまして、これは、こ

の分析の結果とか、こういうものについては何か説

明とか、これに関して伝建事業との関連で、やはり

そういう解釈云々というのはオーソライズされた

ような形ではあるんでしょうか、質問です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） この伝建

地区の防災計画につきましては、昨年度と今年の２

年間で計画を策定するということで進めておりま

す。昨年につきましては、主に現状の把握であると

か、問題点の洗い出しとか、そういう面の事業をし

ておりますので、今年度それにどのような対策をし

ていくかということについて、今、進めているとこ

ろですので、まだ出来上がったものはありませんけ

ども、これにつきましては、地域住民を集めた説明

会と、経過についても説明し、できるだけ説明をし

ながら進めているところです。以上です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 防災計画、特に信州・白川郷

の萩町辺りは特にああいうかやぶき、いざ火事とい

ったら、その放水銃と地域住民のそういうソフトと

か消火消防施設、そういうものも含めてやってます。 

 それともう一つは、ここを城崎それから今年あっ
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た豊岡の、例えば大開通、泉町の旧、古い建物の火

災、やはりこの伝統的建築って、もう明治から昭和

初期の建物の、言わば、悪いですけども耐火構造じ

ゃない、非耐火の非常に、言わば危険構造物で、そ

ういうものの、表通りから見た化粧的な事業になる

んですけども、中に防火壁を造ろうとか、切り妻の

とこにも壁を造ってとか、言わば化粧じゃなくて、

そういうことも含めてこのメニューの中に入れよ

うというような動きの中での検討も進めてるとい

うことで、そういう提案といいますか、特に僕は火

災だと思ってるんですけども、そういうことはどう

なんでしょうかね。入ってることなんでしょうかね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） そういう

防火壁とかを追加するとか、その辺も含めて今、検

討はしております。どこまで具体化できるかは、ま

だこれからということになります。 

 あと、ソフト面も重要だということで、どのよう

な対策ができるかも含めて検討をしておるところ

です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 特にやっぱり防災というふう

なことですが、当然耐震もあれば耐火もある。そう

いうことも含めて、きっちりこの家並みが、外観だ

けじゃなくて、ずっとこれからも残るような、しっ

かりとした、これだけ予算を使って、２か年もかけ

てやるわけですから、その辺をしっかり吟味して進

めていただきたいと、もうお願いしときます。以上

です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（浅田  徹） はい。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） ちょっと聞かせていただきま

す。コロナの関係がここ２年も続いておるんですけ

ども、出石の例で言えば、そのコロナの関係があっ

て、そば屋中心に、ほとんどもう休まざるを得ない

というのが１年間続いとる、１年、２年近く続いて

るんです。国からの支援とか、その他あるんですけ

れども、商売忙しい目してしてた人たちが、もう一

気に仕事がなくなったということで、経営的には何

とかいけてるかも分からないですけども、やる気が

だんだんなくなってきつつあるという、こういうこ

とも心配してるんです。だからどうってことはない

んですけどね。 

 ただ、そういう点では、法人税が、市民税という

ようなことでもちょっと減ってるということが書

いてありましたけれども、このコロナの関係で、商

売している人たち、それからそこに勤めておられる

人たちというのはたくさんあると思うんですね。そ

の人たちの収入というか、そういったものについて

はどういうふうに見とられるのかなと。市として、

一定の支援だとかいうこともいっぱいあると思い

ますけども、個々に聞くと、非常に厳しいところと、

まあ何とかやってるというところというのがある

んですけど、厳しいところは厳しいなりで、支援も

するという状況みたいでやってまして、それも小さ

いんですけれども、しかし、一方では深刻な状況が

あるように聞いておるんです。 

 市としてもそれなりに市の範囲内でいろんな支

援をしてると思いますけども、特別にそういう点で、

市民の状況というのは把握されてるのか。それに対

して、どういうことをこれから考えてやっていこう

とされてるのかというとこら辺がありましたら聞

かせていただきたいと思います。別にありませんか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） 特にコロナ禍で、豊岡

の主要な産業の一つ、そのサービス飲食業っていう

んですか、にまた影響を受けているっていうことは

かなり大きいんだろうってこと。さらに言うと、こ

のジェンダーギャップの解消の視点でお話ししま

すと、その中でも特にその非正規の社員さんが、豊

岡の場合でも大体５５％ぐらい、半分強はもう非正

規の社員さんってことで働いとられますんで、どう

してもそういうときに雇用調整の対象とかになり

やすいってことはあるんですけど、そこは、例えば、

今の雇用調整助成金ですとか、そういう国の制度と

か、さらに環境経済部のいろんな支援金を使ってい

ただいて、極力そういう、特にその非正規の調整と
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かにその大きな影響が及ばないように、いろんなそ

ういう支援はしてるところプラス、そういう情報を

できるだけ集めるように、当ジェンダーギャップ対

策室のほうも定期的にハローワークさんとかと情

報交換しまして、そういう情報を集めて、それを環

境経済部のほうにつなぐというような、そういうよ

うなことを今、進めているところでございます。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 私も十分、当局側がされてる

部分について、把握したわけじゃありませんけども、

そういった小さなお店も含めまして、大きいとこも

ありますけども、非常に厳しい状況が続いてる思う

んです。 

 だからどうこうっていう、個人的にはできません

し、そういう商売しとられる人たちにとっても大変

厳しい状況があるんですけども、だからといって、

これどうすればいいかいう点では非常に難しいも

のがありまして、今言われたように、不安定なやっ

ぱり仕事の仕方だとか勤め方だというのは、あんま

り救済されない状況のように、私はあるように思っ

ておりまして、市としては、特別に何かそういう点

では、国や県のほうのことありますけども、全体に

対して、市として何かしらその救援する、応援する

っていうか、いうようなことは考えておられるんで

しょうか。 

 もし、今言われたんですけども、なかなかそれが

全体に広がってるように思えないもんですから、あ

えて聞いておるんですけども。どうでしょうね、そ

の辺が。（「全体」と呼ぶ者あり）全体、ええ。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） コロナ対策ですけども、

去年から昨年度、２８回の補正予算を組んでおりま

して、現在、今年度も１１回、１２回という補正予

算となっております。その間、ひとり親世帯ですと

か、そういったところに給付金をというようなこと

もございました。 

 また、やはり人が動いていないというようなとこ

ろで、人を動かすためのということで、国の施策に

も合わせて、ＢＵＹ豊岡、ＥＡＴ豊岡というような

こともやってきました。 

 市としましては、やはりその人が動かないところ

で動き出すまでの間、あるいはそのきっかけになる

ようなところというようなことで、広く、多く、効

果的なことを狙ってやりたいなというふうには考

えております。したがって、ピンポイントで、この

人は困っておるっていうようなところには、なかな

かちょっとこう、直接、いわゆる弾をっていうのは

なかなか難しいのかなと思いますけれども、また２

０２２年度、令和４年度の予算編成これから始まっ

てきますので、今後そのような必要があるような分

野、分野といいますか、業種あるいはどのような

方々がどのふうになってるのかっていうようなと

ころを各課から吸い上げて、予算編成の際に必要に

応じて、あるいはできる範囲で対策を講じていきた

いなというふうに思っております。 

 ですので、現時点でどこがどうなんだっていうと

ころは分かっていない部分もございますし、今後と

いうことになりますけれども、できるだけ限られた

財源で効果的な対策が講じれればなというふうに

考えております。 

 ちょっと月並みな話になってしまっているかも

しれませんけども、以上です。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） もちろん豊岡市がいろんな努

力をされて、対応を取ってるというのは、それはよ

く分かってるんですけど、なかなかやっぱり小さい

ところで、パートみたいにしながら子育てしてると

か、あるいは生活してるとかいう人もあるんです。 

 例えば、うちの子、店をしとるもんですから、そ

こにパートのおばちゃんが来ていただいたんです

けど、もうお客さんがないから来てもらえない。そ

して今、ずっと休んでくださいということですから、

長期休んでますよね。これについての、経営してる

分についてのその補償は若干ありますけども、なか

なかそれがパートの人たちだとかいうとこまで出

すことができない、やっぱり状況も一方ではある。

その人たち、じゃあどうしてるんかなっていうこと

を聞きに回るってわけじゃありませんけども、恐ら
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く、気楽にやっとられるというようなことはあり得

ないなと思っておるんです。 

 だから、市が救援せんかいったって限度がありま

すから、そんなことはなかなか言いにくいっていう

ようなところもだし、そんな状態が引き続き続きま

すと、もう本当に大変なやっぱり状況が待ってるん

ではないかなという気がしておりましてね。だから

といって、いい方法があるようには自分としても思

いませんけども、しかし、行政側としては、そうい

ったことについての場合、厳しい状況が今後考えら

れるということで、それなりのやっぱり体制だとか

っていうのの考え方を、僕は持っとく必要があるん

ではないかなと。国、県だけに頼るんではなくて、

身近なところで厳しい生活を送ってるという人た

ちというのは私も何人か知っておりますけども、や

はり手を差し伸べることはできないという状況は

あるように思うんです。 

 したがって、そういったことを考えながら、行政

側としても市民に対する支援が必要ではないかと

思うんですけども。えらい繰り返しみたいになるよ

うなことをしゃべりましたけれども、市としてそう

いった点では、心配してもらわんでも頑張りますよ

ということになるんかどうか分かりませんが、一つ

考え方といいますか、なるほどなというふうに思え

るような答弁がいただけたら大変ありがたいと思

います。どうでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） その大丈夫、もう分かっ

た、よっしゃって言っていただける答弁というのは

なかなか難しいと、正直思います。ただ、繰り返し

になりますけれども、来年度の予算編成に向けて、

その間、本当にどういう方がどんなふうに困られて

るのかっていうのは各課からいろいろ聞いていく

なり、各課もそういったところで予算措置が必要だ

というようなところで、支援が必要な方に支援が届

くような予算編成していきたいなというふうに思

っております。頑張っていきたいとは思っておりま

すので。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（奥村 忠俊） よろしいです。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） すみません、さっきの確認を

ちょっとしたいんですけど、プロジェクトの件です。

すみません、何度も。 

 先ほどの話を聞きますと、振興局としては、その

プロジェクト自体は何も絡んで、言ったら、依頼だ

とか、こういった事業をしてくださいだとかいうこ

との依頼はしているんでしょうか。それとも、ある

意味、言い方は正しいかどうか、振興局知らん間に

プロジェクトというふうな事業を振興局のところ

に持ってこられてやられてるのか、その辺りはどう

なんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 委員お尋

ねの関係なんですけれども、振興局が全くタッチし

てないというふうなことはございません。やはり、

地元の方々、それから地元のいろんな団体の方とい

ろんな場面場面で会議等を行う中で、要望なんかを

お聞かせいただいて、じゃあ一つの例を、城崎を例

に取りますと、城崎がこれからも持続的な発展をし

ていくにはどういうふうなことがいいだろうかと

いうふうなことを観光団体でありますとか、いろん

な区長会の皆さんと意見交換をする中で、こういう

ことはどうだろうかというふうな提案があれば、そ

れを実現可能なものなのか、どうなのかっていうふ

うなことの判断をみんなでして、必要であれば予算

要求をして進めていくというふうなことで、振興局

として、一切プロジェクトにタッチしてないという

ふうなことはございません。必ず関わりを持って、

当然必要な予算については振興局のほうで要求を

しているというふうな格好でございます。以上です。 

○委員（田中藤一郎） ほかの振興局はどうですか。

一緒ですか。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） であるのであれば、やっぱり

そのプロジェクトの内容っていうのはしっかり理

解されているっていうふうに考えるんですけれど
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も。いや、それはほかのところがやってるんで、う

ちところはある意味関係ないんだ的なお話だった

と思うんですけれども、それは百歩譲ったとして、

それではプロジェクト以外の振興局独自のその地

域振興に関わる部分っていうのは、この決算書から

見るとほとんどないかなというふうに思うんです

けれども、やられてこないのか、やらなくていいの

か、どうなんですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 確かに委

員ご指摘のように、例えば、城崎の例を取りますと、

決算書の１３１ページ、庁舎管理費、それから自動

車管理費、城崎振興局プロジェクト事業費、この３

つしか上がってきません。先ほど来お尋ねがありま

した城崎振興局のプロジェクト事業費の、この修繕

料はそもそもどういう関わりだというふうなこと

で、これは道路の軽微補修であるとかいうふうなこ

とだと、浅田委員さんのほうからもその旨、言って

いただいたわけでございますけれども、例えば、城

崎で言いますと、下から２つ目のところ、太鼓橋等

の大規模修繕をやっております。それから併せてパ

ラペットといいまして、大谿川にかかっている特殊

堤防の補修もここでやってます。 

 それ以外に、城崎のそういうふうなものの条件整

備等で、比較的経費の大きなものについては、建設

課のほうが直営というんですか、城崎の要望に応じ

てやってくれてるというふうなことでございます

ので、地元振興局として、まるっきり関わってない

ということではなくて、一定の予算の金額の中で、

すみ分けをしながら進めているというふうにご理

解いただけたらというふうに思ってます。 

○委員（田中藤一郎） ほかの振興局はどうですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） ちょっと

言葉足らずの面が先ほどありました。たまたまその

予算の説明は向こうっていう、所管が違うという説

明しましたが、内容につきましてはちゃんと把握し

て進めております。 

 ちなみに、但東振興局、決算書の１４１ページを

ご覧いただきたいと思います。１４１ページ中ほど、

上段になりますが、但東振興局プロジェクト事業費

ということで上げております。修繕料につきまして

は、先ほどありました各地域の、地域から出ました

道路、水路等の修繕、これはどこの振興局とも３０

０万円前後の予算を持って進めております。 

 それから、但東につきましては、中ほどに業務委

託料、但東地域活性化支援業務２００万円あります。

これがいわゆるプロジェクトとして、昨年度は資母

地域に対して、空き家の情報活用を通じて地域の振

興を図っていこうという一つのプロジェクトを立

ち上げて、その分で使っております。 

 それから、その下にあります教育民泊事業費であ

りますが、今、但東地域では２０件ほどの民泊の登

録をして、都会からの子供を招いて教育体験旅行と

いった事業をやっています。これも一つのプロジェ

クトとして組んでいますので、各振興局それぞれ独

自の事業を持ってるのが実情です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと分かりにくくて、僕

は理解力が非常に足らなくて申し訳ないですけれ

ども、要は、本来といいましょうか、各地域ごとの

部分で、これからはそういうふうな部分で、振興局

がある意味独自の地域のことは一番よく分かって

る中で、文字のごとく、どういうふうにして振興し

ていくんかっていうことは、やっぱりもっとしっか

りと考えていただかんと駄目なんかなと。プロジェ

クトっていうふうな部分であるのであれば、そうい

った名前のとおりのしっかりとした、これ一般的で

すよ、考え方を進めていく部分では、その独自のプ

ロジェクトという、所轄が違うんだったら振興局の

中でやっていただきたいというふうに思いますの

で、それが人員的に足らないのか、足るのか、そう

いった部分は政策調整になるのか、直接市長になる

のか分かりませんけれども、やっぱり地域の中で、

振興局がある意味大事な部分になると思いますの

で、そこはしっかりとやっていただきたいと思いま

す。 

 続けてもう一つ。 
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○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○委員（田中藤一郎） いいですか。 

 人件費の部分でちょっと教えていただきたいで

す。ちょっと理解ができなくて申し訳ないです。 

 今回は非常にコロナということで、そんなに増え

なかったというふうな部分で、ちょっといろいろ見

てますと、１０６号議案の部分ですけれども、ちょ

っと僕が理解すると、会計年度任用職員が１３億２，

９００万円増えて、この部分が、その他の部分がこ

れに替わったっていうふうに理解すればいいんで

しょうか。 

 それと、臨時職員の部分はどれに当たるのか等々、

ちょっと教えていただきたいんですけども。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 会計年度任用職員の報酬

っていうところに計上してますのが、パートタイム

の会計年度任用職員の分です。フルタイムの会計年

度任用職員については、給料のところに正規職員と

同じように入っております。その他の手当もフルタ

イムの分については時間外なり期末手当なりのと

ころに入ってきております。 

 令和２年度についてはそういうことで、これまで、

令和元年度までにありました臨時職員、それから嘱

託職員ですけども、臨時職員のところは臨時職員賃

金のところで、非常勤特別職っていう嘱託職員って

いうのがもう一つあったんですけども、そこについ

てはその他のところに報酬として含まれていると

いうことで理解していただきたいと思います。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと非常に分からなくな

ってしまってすみません。 

 これちょっと違う切り口なんですけれども、残業

手当が大体３億円近く、今回は少なかったというふ

うな部分とあるんですけれども、そういうふうな部

分で、なおかつ増えてた。もし今、通常どおりの令

和１年と同じぐらいの平和なときだったら、極端な

話で言いますと、これに３億円から４億円プラスさ

れてたというふうに理解すればよろしいですか。 

○人事課長（小川 琢郎） 会計年度任用職員の、そ

れまでと比べての比較という意味合いでしょうか。 

○委員（田中藤一郎） そうですね。 

○人事課長（小川 琢郎） 令和元年のそれまでの非

正規の分、それから会計年度任用職員に移ってから

の分の増額分については、およそ１億６８０万円ほ

どの増額になっております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） またちょっと教えてもらいに

行きます、ちょっと分かりにくいんで。 

 何にせよ、なかなかの金額が増えますと、１億円、

２億円増えちゃいますと、やっぱりそれは、これは

毎年のことになりかねないので、先ほどありました

とおり、情報の部分のＤＸをどれだけしっかりとや

ることによって、経費を削りながら出していくだと

かいうふうなことが必要になってくると思います

ので、中奥課長併せた部分と、その辺も併せて、し

っかりやっていただきたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 単純なことを二、三点お伺い

したいと思います。 

 ここの担当かどうか分かりませんけれども、コロ

ナ対策で各振興局に、玄関の入り口に自動検温器の

ないところがあるような気がするんですけども、そ

の辺の調整といいますか、ご指導というのはされて

おりますか。各振興局に全て任せてあるのかどうか、

その辺も含めて。 

 振興局で、もし、自動検温器が入り口に設置して

ない振興局さんありますか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 城崎振興

局につきましては、玄関のところに日常的に自動検

温器は置いておりません。ただ、会議とか、何か選

挙であるとか、いろんな方が日常的よりもたくさん

お見えになるときには、臨時的っていうんですか、

その期間、設置しておりますけれども、城崎振興局

については、常設はしていない状況でございます。

以上です。 

○委員（井上 正治） そのほかの振興局は、全て設
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置……。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 今ちょっ

とまとめましたら、あるのが日高振興局のみ常駐、

そのほかの振興局は今、城崎の振興局がおっしゃっ

たように、その時々っていうことで、ふだんはない

ということです。 

○委員（井上 正治） ふだんはない。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） やはり不特定多数が来られる

ところは、もちろん消毒液は置いとられますけども、

やはり最低限、自動検温器ぐらいのは設置していた

だいたほうがいいと私自身は思っておりますので、

その辺はやっぱり一度確認していただいて、コロナ

対策全て行政側からはしっかりと対応してるとい

うスタイルを見せなきゃいけない。どんどんしなさ

い、しなさいって、手前みそでやってはいけません

ので、その辺を一回ちょっと確認していただいたら

というふうに思います。いいですか、それは。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 今のご意

見、また持ち帰りまして、各振興局で調整を図って

いきたいと考えます。以上です。 

○委員（井上 正治） はい、よろしくお願いします。 

 それから……。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それから、各振興局の振興課

長さんですね、皆さん、大体、振興課長さんな。ど

うなんでしょうね、振興局、これまで合併して、振

興局がそれぞれこの１６年間やってきて、権限だと

か、予算だとか、職員だとかに対する思い入れとい

うのがあるんですけど、そういう議論の場というの

はあるでしょうか、本庁と、どうなんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） その権限

に関してのみ５つの振興局が集まって、協議という

場はないです。ただ、毎年副市長が振興局を訪問さ

れまして、そのときにそういった人事のことである

とか、権限であるとか、仕事の内容、分担であると

か、そういうのを全部ヒアリングしていただいてま

すので、そのときにみんな報告させていただいてる

というような現状です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） やはり時代も変わってきてま

す。１６年前と随分といろんな物事、今は変わって

きとると思いますので、やはりその時代に即した方

法というのは取られるべきではないかなと思って

おります。やはり、もう少し人員が欲しいところも

あると思いますし、予算をもう少し拡幅していただ

いて、振興局長に権限を持たすとか、いやいやそれ

は、プラスアルファの人員も増やしてほしいとかい

うふうな議論というのをしっかりしていただいて、

振興局というのはやっぱり頼りになるなというふ

うな体制づくりというのを求められると思います

ので、ただ単に本庁ですよ、本庁へ回してお答えし

ますということではなしに、なるべく早く、スピー

ド感を持って物事の対応というのは求められると

思うんで、その辺をいま一度、庁舎内の振興局の在

り方については、いろいろ議論を重ねていただきた

いというふうに思っております。 

 何かコメントがあればどうぞ。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 今いただ

きました意見、また持ち帰りまして、局長もみんな

交えまして、一度検討したいと思います。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） よろしくお願いします。 

 それから、ちょっと私、管轄が分からんだけど、

地域おこし協力隊はここの担当ですか、そうじゃな

いですか。（「違う」と呼ぶ者あり） 

 はい、じゃあ了解いたしました。 

 それから、何だっけな。忘れた。はい、もうよろ

しいです。時間がたちますんで、いいです。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） １点ちょっと確認です。 

 １５１ページです。このジェンダーギャップの解

消推進事業についてですけども、非常に鳴り物入り

で豪華旗揚げをしたわけですけども、ここにも大き
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な予算を使って、戦略策定というふうなことであり

ます。この中で当然、地方創生推進でも、この交付

金の中でたくさんの交付金頂いてるわけです。 

 ところが、非常にこれが選挙の争点になってて、

少しブレーキじゃないですけども、少し市長の考え

方、こういうことに関して、特にパイプはどこまで、

これ国との関係ですけども、特にもう交付金の目玉

だなと、こう思ったわけですけども、こういうもの

に何か影響があったのか。 

 それと、当然、現年予算通ってるわけですけども、

言わば条例化まで目指すというふうなことの中で

のこの予算執行について、このまま当然当該年度は

いけるのか、その辺と、それからまた、もう少しし

たら、この国の骨格予算云々で要望しなくちゃいけ

ない、その中でのやはりジェンダーギャップのこれ

からの豊岡の推進というのは、この決算書でやられ

たこのままでいけるのか、その辺が少しやっぱりこ

う、バックとは言いませんけども、何かそういう動

きはあるのか、その分だけ教えてください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） 今、浅田委員のご指摘

の、そのジェンダーギャップ解消の取組への影響っ

ていうことなんですけど、結構全国のいろんな専門

家だったりとかで、国とかもそうなんですけど、か

ら応援いただいてる中で、首長が替わることによっ

て、そのジェンダーギャップの解消の取組っていう

のがちょっと下がらないかっていうことを心配さ

れてたんですけど、今、委員言われましたように、

例えば、条例化の検討については、もう少し今の関

貫市長とのやり取りっていうんですか、知事の中で

は、もう少し地域の皆さんの啓発っていうのをもっ

と進めていって、市民の皆さんのその意識、自分事

にしていただいたりとか、それに気づいて、例えば

性別役割分担について、またいろいろと考えてみる

というようなというとこで、そういう理解っていう

のがもう少し深まった段階で条例化の検討につい

てはすべきという、そういう指示もいただいてます

んで、そういう市民の皆さんのその理解度っていう

んですか、とかも十分見ながら、条例化については、

必要であれば、今後検討していくのかなっていうふ

うに思ってます。 

 もう一つは、女性会議っていうのを、これは新年

度の予算には、２０２１年度の予算には上げてなか

ったんですけど、これも検討っていうことだったん

ですけど、これについても、今の若者会議っていう

振興局単位のそういうことも市長、指示されて、い

ろいろと検討をしてると思うんですけど、それとの

兼ね合いとかも併せて、今後これについても、女性

会議についても、必要であれば検討していくってい

うことでございます。 

 ですから、基本的には、このジェンダーギャップ

の解消の取組っていうのは、この戦略に沿って進め

ていっているという、そういう状況です。 

○分科会長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 特に専門職大学も開学して、

やっぱり学生の方が今度かなり女性の学生さんが

多い。いわゆるその若者、ジェンダーギャップ、う

まくそういうものも、修正とは言いませんけども、

さらに前市長が足りなかった、市民目線でしっかり

と進む方向を分かりやすくしながら、やっぱり次の

ステップにつながるような、特に若者、女性、いい

チャンスだと思ってますので、その辺をしっかり。

若干この決算書で言う策定からは少し修正等はし

なくちゃいけないと思うわけですけど、これはもう

しっかりやっていただきたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 思い出しました。 

 補助金の地区集会施設整備費の関係です。よろし

いでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 今は２分の１補助の上限が５００万円ですね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 新築、改築、増築の場合

が、事業費が４００万円以上で、天が５００万円で、

対象工事費の４分の１と。あと改修、修理とかなん

とかっていった場合のが、事業費が２００万円以上

で、これも対象工事費の４分の１で、上限がこれも

５００万円でございます。 
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○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） ４分の１ですか、４分の１で

すね。 

○総務課長（太田垣健二） はい、４分の１でござい

ます。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それの拡充とかいうふうなお

考えというのは全くございませんか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） この今回、先ほど決算の

ときにも申し上げたんですけど、申請の数自体が減

ってきているということも今回減額、一般管理費全

体の決算額が低く収まったというのも、やっぱりな

かなか物要りなことでございまして、なかなかおい

それと、じゃあうちも新しくしようよみたいなのは

あんまりないのかなと思います。 

 ただ、その拡充っていう意味合いでは、一つは、

うちの総務部内のジェンダーギャップ対策室との

関連もあるんですけど、例えば、古い地区会館です

と、トイレが１つで、男も使うし女性も使うみたい

なところがあって、そういった部分で、そのジェン

ダーに、例えば、トイレ改修で男便所、女便所で改

修するんだとか、そういったジェンダーの後押しす

るようなところの検討には今、入りかけてるところ

でございまして、実際その補助率を上げて、さあ、

どんどんみんな申請してくださいっていった方向

での検討は、現在のところしておりません。以上で

す。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） これもお願いになってしまう

んですけども、耐震化ができてない地区集会所とい

うのも、私は結構存在するんではないかなという思

いをいたしております。その辺も鑑みると、やはり

相当な額が、例えば老朽化が激しくて、例えば建て

替えをしたいとかいうふうなときの４分の１とい

うのは非常に、言ってみれば、５００万円が天とし

ても、なかなか１，０００万円では、ああ、１，０

００万円か、２，０００万円で５００万円か、ぐら

いですね、４分の１でしたらね。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

 というふうなことになるんで、もう少し拡充して

いただけたらという思いを伝えておきますので、こ

れはまたご検討ということでよろしく。 

 どないでしょうか、もしお考えがあれば。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） そういったお声も今お聞

きしましたですし、実際そういったお声、耐震化が、

やっぱり木造とかが多いかとは思いますので、そう

いったところもあるのかな。今後そういった、実際

耐震化で、実はしたいんだけどもみたいなところの

把握に努めるなりして、ちょっと検討には、方向で

は考えたいかなと。 

 ただ、すぐにどうこうっていうことではないかも

しれませんけど、今、委員からお聞きしたようなこ

ともご意見の参考にさせていただきながら考えて

まいりたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいですか。 

○委員（井上 正治） よろしくお願いします。 

 もう１件。それから、区長会に対する業務委託料

なんですけども、これ５，０６４万３，６００円支

出されておりますね。（「はい」と呼ぶ者あり）こ

れに関して、これからはいろんな形で、ＤＸもいろ

いろと入れてくるという方向にはなるとは思うん

ですけども、ページ数、９５ページです。少しずつ

区長さんの業務量も減らしてあげないと、なかなか

の業務量なんです。昔と比べたら、やはり市のお仕

事でも相当細分化されて、事務量というのは相当増

えてきておるんですけど、区長の事務量というのも

相当私は昔と比べたら増えてきてるなと、細分化さ

れているなという思いをいたしておりますんで、で

きる限り、一度しっかりと現状を見ていただいて、

改善すべきところは改善するというふうな方向性

を一度検討材料に上げていただければというふう

に思ってるんですけど、いかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） ９５ページの区長会費の

中の業務委託料で、これ行政事務連絡委託料ってこ

とで、委員おっしゃるように、広報とか、そういっ
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た配り物の関係を地区にお願いしてるってことで、

各地区に配布戸数に応じた委託料をお支払いして

るわけなんですけど、総務課だけの話っていうわけ

ではございませんでして、実は、その委員さんがお

っしゃるように、人口減少の中で、区長の成り手も

ない中で、負担が大きいっていう課題がずっと出て

まして、また、コミュニティ政策課のほうでもろも

ろのアンケートを今してるかと思います。そして、

そういった課題も浮き彫りになってくる中で、そう

いった負担軽減だとか、そういったところも検討の

俎上に上がってこようかと思いますので、そういっ

たところで総務課のほうもできることがあれば参

加させていただいて、そういった区長さんの負担軽

減のほうの方策とかいうことに参加させていただ

きたいなと思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） どうぞよろしくお願いいたし

ます。よろしいです。以上です。 

○分科会長（西田  真） よろしいね。 

○委員（井上 正治） はい。 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして、分科会審査の午後の部を終了

したいと思いますが、ここで、委員の皆さん、当局

職員の皆さんから何かありましたらご発言願いま

す。委員の皆さん、ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 当局の皆さん、あります

か。よろしいか。 

 ないようですので、明日２２日水曜日の委員会審

査は、午前９時３０分から当委員会室で行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、当局の皆さんは退席していただいて結

構です。お疲れさまでした。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。再開は３時２

５分。 

午後３時２１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時２４分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより４、報告事項、（１）旧奈佐小学校等利

活用事業公募型プロポーザルの実施についてに入

ります。 

 それでは、説明をお願いします。 

 久保川財政課参事。 

○財政課参事（久保川伸幸） 貴重な時間をありがと

うございます。あらかじめ皆さんのほうはタブレッ

トで、お手元でご覧いただけるようになってるかと

思いますが、まず、旧奈佐小学校・旧港西小学校の

利活用に関する公募型プロポーザルの実施につい

てという資料をご覧いただきたいと思います。 

 こちらのほうの大きく１番と２番につきまして

は、サウンディングを５月に実施しましたが、その

ときにこんなスケジュールでお願いしますという

ことでお話をしていた内容そのものですので、説明

は省略いたします。 

 いよいよ１０月に公募型プロポーザルという動

きをしていきたいということで、そのご説明と、そ

の中で、一部議会のほうにもぜひご理解、ご協力を

お願いしたいということで、今日の説明になりまし

た。 

 実は、一般質問でもこの関係につきましてはあり

ましたが、その段階では十分なご説明をできる段階

にないということで、曖昧な答弁といいますかにな

っておりました。 

 実は、鑑定評価の関係が、１５日にようやく答え

が出たということもありましたので、今回、実は今

日、既にこの実施要領については公表させていただ

いております。皆さんのお手元には１６日の夕方に

はお届けさせてもらいましたが、説明が今というこ

とで、少し順がおかしいんじゃないかという思いも

あるかもしれませんが、そういったタイミングであ

ったということでご理解をいただけたらと思いま

す。 

 大きくは、３番です。サウンディングの結果の概

要についてご説明をいたします。 

 ３番の（１）のところで、旧奈佐小学校は５事業

者からございました。交通関係、地域づくり、水道
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機器メーカー、それから国際教育の法人、それから

アウトドアの事業者等々。それから、一方、港西の

ほうにつきましては、エネルギー事業者と水道機器

メーカーということで、この水道機器メーカーは、

両方の学校に全く同じ業者が同じ提案をしてきた

という内容です。 

 ざくっと言いますと、港西のほうは、ほぼ使いた

いという具体的な提案はなかったというのが正直

なところです。奈佐のほうにつきましては、全部の

土地を借りて、建物も全部を借りて使いたいという

のが２つの事業者はありましたので、これは、どう

やらそういう方向性が望めるんではないかなとい

うことです。 

 その結果の中で、２ページをご覧いただきたいと

思います。２ページのほうで、大きく４番、サウン

ディング結果を踏まえた今後の方針ということで

す。（１）番の旧奈佐小学校につきましては、土地、

建物全てを借り上げて、現実的に事業展開をする可

能性がある事業者が存在したというのが今言った

ようなことです。 

 ５事業者のうち２事業者は、全部の土地、建物を

借りてというような方向、残りの事業者については、

正直言うと、自社製品のＰＲみたいなところもあっ

て、なかなかどうかなというところがありましたけ

れども。それから、市の施設であり続けて、指定管

理なら受けてもいいでみたいな提案であったとい

うふうなところです。 

 その結果の中で、処分の方向性です。土地、建物

を一括して貸付けによる活用を希望する事業者を

公募型プロポーザルで募集をしたいというふうに

思います。貸付けの期間は原則１０年ということに

したいと思います。これも普通財産の貸付けという

ことであれば、通常１年１年ということが普通なん

ですけれども、こういった事業展開を新たにしても

らうのに、１年１年更新せんなんて言っとったら、

とても借りる事業者はありませんし、かといって長

過ぎると、その建物との関係性もありますので、他

の自治体を見ても、基本はほぼ１０年ということで

すので、同じ１０年ということにさせてもらいます。 

 実施要領は、申し訳ないです、今日です、９月の

２１日に公表を既に市のホームページにさせてい

ただきましたので、ご理解をお願いします。 

 その下のポツのところで、地籍調査がまだ済んで

おりません。したがって、貸付けという方法でやり

ますけれども、途中で地籍調査が終わった段階で、

もしかしたら面積が変わってくる可能性もありま

すので、その段階で確定したら変更契約をお願いす

るということも必要になってくるというふうに考

えています。 

 貸付料の設定です。これはゴシックにしておりま

すけれども、貸付料の設定は、市有の土地、借地、

借地といいますのは、奈佐の建物が、校舎が建って

いる分は、ほぼほぼ借地ばかりです。この借地も含

め、建物も含めて、一括して市がお貸しをするとい

うことで考えておりまして、その条件で鑑定評価の

ほうのお願いをしたと。 

 要は、その底地が借地になっている分については、

民間、ここを借り上げられる業者が、市の分を借り

て、民間の分は民間の分を借りてっていうことでさ

れるようにお願いすると、非常に、実際に第三者が

借りるのには、もう自分のところでそんなリスクを

負いながらということになるので、それはやっぱり

さすがにさせにくいかなと。底地も含めて、上に建

っている建物も含めてを市が貸すという形を取り

たいということで、その借地はあくまで市として借

地をしていって、それも含めて一体でお貸しをする

という形を取りたいというふうに考えています。 

 その下の二重丸のところで、ここをぜひご理解を

いただけたらと思います。この奈佐小学校に限らず

ということにはなりますけれども、学校跡地を貸し

付ける場合の、貸付料の価格設定の基本的な考え方

です。 

 土地については鑑定評価をお願いして、基本その

価格でいきたいと思います。ただし、建物もある場

合、もう大概がこの建物もある場合になるんですけ

れども、保有財産の有効かつ安定的な活用を少しで

も早く進めて、地域の活性化につなげたいというこ

とから、建物は無償で貸付けをする、次のまた説明
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しますが、③番の方法を採用したいと。 

 こういうときには、本来、価格、価値のあるもの

を無償で貸すということになると、議会の議決が必

要ということになります。したがって、この応募が

あった段階で仮契約をさせていただいて、議会のほ

うに追加の議案というような形で提案をさせてい

ただけたらというふうに考えています。 

 概略ですけれども、その表の中の①、②、③の説

明をしたいと思います。普通財産をお貸しする場合

には、大きく、もともとは２つのパターンがありま

した。①番がもう全く規程のとおりということの中

で、建物の再調達価格を計算して、それの経年減価

をしていくと、実際８０年までは１％ずつ下がって

いくということで、何ぼ年数がたっていても、２

０％の価値は残るという考え方を今までしている

分。 

 それからいきますと、Ａの評価額のところです。

ちょっと単位が下のほうと違いますけれども、ここ

の①番の建物については７億９９万円です。土地が

４，９５５万円です。それを、貸付けということに

なる場合には、評価額の６％を年額ということにし

ておりまして、Ｂの欄ですけれども、建物は４，３

００万円、土地は２９７万円、合わせて４，６００

万円が年間必要だと。こうなると、これを借りて、

じゃあ何か事業をしようかっていったら、とてもそ

んな事業者があるとは思えません。 

 そこで、今、普通財産のその貸付けの規程の中で、

②番です。規程にただし書があって、それが実情に

合わない場合には、鑑定評価によることができると。

この鑑定評価っていうのは、現在の建築価格から経

年減価をする、プラス考え方として、鑑定の中では

観察減価といいまして、改修をされて機能がアップ

していれば、その分評価がプラスになる。一方で、

そのものの市場性を考えて、そういったものがマイ

ナスに働いたりプラスに働いたりと、今回の場合は

ほぼほぼマイナス要素ということです。 

 それから、一体減価ということで、土地と建物が

一体で、これだけ広大なものを処分しようというこ

とになると、一般の民間から見ると、むしろ、これ

は使い勝手が悪いということで減価率がかかって、

ここの場合は３０％の減価ということにされてお

ります。 

 そうした鑑定をいただいた結果として、②番のと

ころの評価額は、土地建物が一括して、これ単位が

違います、５，７２０万円です。それから、それを

６％でお貸しすると、年間で３４３万２，０００円

ということになります。ここまでいくんであれば、

あえて議会の議決をお願いすることなく、評価どお

りということでやりますので、あえて議会にもお願

いをしておりませんでしたが、先ほども言いました

③番です。そういう規程もあるところを、なおかつ、

土地については鑑定どおりでお願いするんだけれ

ども、建物は、先ほど言ったような理由の中で、少

しでも早く地域の活性化につなげるためにも、早く

手を挙げていただけるように、建物は無償にしてい

くということを考えますと、土地のみの評価でいき

ますと４，６８０万円ということになります。これ

を６％でお貸しすると、年間の賃料が２８０万８，

０００円ということになります。これは、考え方と

して、あくまで土地は有償なんだけれども、建物分

が評価があっても、それにもかかわらず無償で貸そ

うということですので、議会の議決が必要だという

ことになりまして、こういったことで議会のほうに

提案をさせていただくことに、手が挙がった場合で

すけども、なると思いますので、ご理解をいただけ

たらと思います。 

 一方で、じゃあ売却は何で考えなんだのかという

ことです。その下のところで、先ほども少し言いま

した、地籍調査がまだ済んでいなくて、売ってしま

うのには面積が途中で変わる可能性がある、こんな

ものを売れるかというと、ちょっとそれは難しいな

ということ。 

 ２番目で、建物の建っている底地は借地です。こ

の借地が混在しているようなところを買うかって

いうと、民間の事業者、こんなところを買うという

のはなかなか考えにくい。 

 もう一つ、③番で、サウンディングの結果の中で

も買いたいという希望がそもそもなかったという
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ことから、これらを考えて、あえて売るという方法

を今取るというのは難しいなという判断をいたし

ました。 

 ３ページのほうをご覧いただきたいと思います。

一番上の米印ですけれども、これは蛇足の話になり

ます。売却をする場合の鑑定評価の考え方で、鑑定

士にお聞きをしますと、鉄筋コンクリートの建物で

あっても、経過年数がもう５０年もたっていると、

価値はないという評価を一般的にはするというこ

とです。むしろ、そうなった場合には、それを超え

ている年数の場合には、取壊しの費用を差し引いた

鑑定の結果ということで、もしかしたら、例えば、

土地代から取壊し経費を抜いて、差し引いて、むし

ろマイナスでお売りをするというような場合も考

えられるということで、よその自治体では、実際に

マイナスということでされている例も、あるのはあ

ります。ただ、今回ここには至りませんので、これ

はあくまで話ということです。 

 （２）番、旧港西小学校についてです。先ほども

言いましたように、現実的な利用希望はありません

でしたが、かといって、ずっとほったらかしにして

いくというわけにもいきませんので、これは今まだ

ちょっと条件が整わないんですけれども、条件が整

いましたら、処分の方向性ということで、土地、建

物を一括して売る、もしくは貸すということで、希

望で手を挙がることを募集して、公募型のプロポー

ザルでいきたいと。 

 ただ、先ほど言いました、ちょっと遅れている中

で、境界の確定作業がまだ済んでおりませんので、

ここはそういうことでプロポーザルを同時にして

いく状況にないということで、少し、３か月ぐらい

先に延びるんではないかなというふうに考えてい

ます。 

 ということで、港西については、今そういう段階

にあるということでご理解いただきたいと思いま

す。 

 その下の四角で囲った部分で、こちらのほうも議

会のほうとしてご理解をいただけたらと思うのが、

プロポーザルで、もし応募がなかった場合の対応で

す。一応プロポーザルということで、どなたでも手

を挙げていただける条件を整えてしたんだけれど

も、なかったということになると、もうその後は先

着順の随時募集ということにして、売却もしくは貸

付けの希望を募ると。そのうちで購入希望があった

場合の参加については、宅地建物取引業者、いわゆ

る宅建業者にお願いをして、一般媒介による処分も

可能にしたい。 

 この一般媒介というのが、宅建業者にお世話いた

だいて、手数料を払って売るという方法です。こう

いったことをすることによって、学校跡地みたいに

土地、建物がすごい大きなもの、実際になかなかこ

こは手出しがしにくいというところでも、広くＰＲ

が行き届いて、例えば、この但馬だけじゃなくて、

もっと神戸のほうからも含めて業者が目に止めて

いただいて、ここにじゃあ参加してみようというこ

とで、土地の利用につながっていくということにつ

なげていきたいという考えがありますので、この一

般媒介という方法で土地を処分することについて

もご理解をいただけたらと思います。 

 この一般媒介という方法につきまして、ざくっと

説明したものが、次の４ページにつけております。

表になっております横物ですけれども、宅建業者に

お世話になる場合に、大きく３つの方法があります。

同じ媒介契約とはいっても３つあって、一番上のと

ころが一番条件がうちにとっては厳しいというこ

とですが、専属専任媒介という契約で、これは、ど

こか特定の不動産屋１社のみにお願いをして、そこ

で３か月間面倒見てくださいと。その間に、もし豊

岡市自体が、ええ業者があって、ここと契約できそ

うだと思っても、そのお願いをした宅建業者を通じ

てでないと売れない、必ず手数料を払わないといけ

ないというものです。 

 真ん中の専任媒介というのは、同じように１社に

お願いはするんですけれども、豊岡市がいい相手方

を見つけたら、豊岡市が独自に売ることは可能。そ

うした場合には、手数料は払わなくていいというも

のです。 

 一般媒介という一番下の、今、黄色い網かけをし
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てる部分を今回しようというんですけれども、これ

は、学校跡地のように広大でなかなか相手方を見つ

けるのが難しいという場合に、専任媒介だと特定の

業者にお願いしてしまいますが、その特定の業者の

力量であったり、やる気であったりというものに大

きく左右されますが、この一般媒介というのは、あ

らかじめ、例えば兵庫県の協会なりと協定をしてお

いて、その協会に属しておられる会社であれば、ど

この会社が、はいと手を挙げていただいてもいいと

いうことで、門戸が非常に広くなる。そうすること

で、あまり今まで関心が示されにくかった神戸のほ

うからでも手が挙がってきやすい。特定の業者の裁

量に左右されずに、どなたでも手が挙げられるとい

うこともありますので、なおかつ、これは豊岡市が

もし相手方を独自に見つければ、手数料を払わずに

市独自で契約をすることも可能だということで、今

回のこういった跡地の場合につきましては、この一

般媒介という方法でしていきたいと。 

 ただし、この一般媒介は、あらかじめ県の宅建業

協会ですとか全日本不動産協会の兵庫県本部なり

との協定をしておいて、そこに属している会社が手

が挙げられるという状況をつくるというのが必要

になります。今までこの方法を豊岡市というか、県

の自治体の中でもあまりまだやったという例は見

られないんですけれども、そういった方法の中で、

全国ではやっている自治体もありますので、これか

ら学校跡地たくさんこれやって出てきますので、少

しでも早くこの地域の活性化につながるように、具

体的な利活用につながるように進めていきたいと

いうことで、このプロポーザルという方法。それか

ら、プロポーザルに応募がなかった場合に、一般媒

介ということで、不動産業者に関わっていただいて、

手数料を払うということについてもご理解をいた

だけたらと思います。 

 資料の３ページに戻っていただいて、（３）番で

す。今後のスケジュールということで掲げておりま

す。これは奈佐小学校のみです。港西はまだ進みま

せんが、実施要領の公表を本日させていただいて、

その後、事業提案書の提出を１１月の８日から１１

月の１９日、それから選定委員会ということで、実

際にどの業者がいいかというプレゼンテーション、

ヒアリング、評価を１１月の２９日にさせていただ

く。そうすると、仮契約はその後ということになり

まして、どうしても１２月の議会の開会を超えてし

まっていることに多分なると思います。そうしまし

たら、５番目のところで、議会につきましては、１

２月議会の追加提案というような形に、恐らくなら

ざるを得ないんではないかなと思っています。そこ

で議会の議決のお願いはさせていただくんですが、

仮に議決同意をいただきましても、実は、この学校

跡地については補助金が入っておりまして、文科省

の補助金の処理をする手続、これは承認だけで済む

のか、報告だけで済むのか、補助金を返さないかん

のかというようなことがついて回りますが、その承

認を得るのに３か月ぐらい期間がかかります。 

 これは、いずれにしても、承認をされないという

ことではないですけれども、手続論の話ですので、

ここを踏まえていって、承認が得てから本契約とい

うことにしないといけないというのがありますの

で、それに約３か月。そうしますと、実際の相手方

との本契約は４月早々なりということで動かして

いくということに恐らくなろうかと思いますので、

その点についてもご理解をいただけたらと思いま

す。 

 もう一つのほうで、その後ろのほうにあるかと思

いますが、記者配布資料ということでつけておりま

す。こちらのほうも同じスケジュール感のところで

記者配布の資料。それから、内側にプロポーザルの

実施ということで、主な使用条件というのがあるか

と思います。１番、公募型プロポーザルの概要、そ

の（１）、（２）、（３）の中の（３）です。跡地

施設等の主な使用条件で、アとして、全ての土地建

物を一括で貸し付ける、イとして、最低の貸付価格

は、先ほどもありました２８０万８，０００円、年

額以上ということで、ここは複数出てきた場合に、

高ければ高いほど点は高くなりますということに

なります。これは、先ほども言いましたように、あ

くまで建物は無償で貸付けをするということで、実
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際には土地貸付料のみの設定ということになりま

す。 

 それから、ウとして、施設については補修を行わ

ずに、現状で引き渡す。 

 それから、エとして、貸付期間は一応１０年。そ

の後については要協議ということです。 

 それから、オとして、既存の建物も含めてですが、

建物の新築、改築、取壊し、それから土地の形状変

更等々については、事前に市と協議の上、承認が得

られれば行うことができるという位置づけ。 

 それから、カとしましては、施設の一部、例えば、

たくさん教室がありますが、その一部を第三者に貸

付けをしようとする場合には、事前に市の承認が得

られれば行うことができるということで、たくさん

教室があって、これを全部自分のところで事業展開

として使っていくというのは難しい部分があろう

かと思いますので、第三者に貸して、企業支援みた

いなことをしていくというのもありということに

したいと、そういった考え方で設定をいたしており

ます。 

 それから、ちょっとこちらのほうにはつけており

ませんが、ＱＲコードがありますので、またそちら

で市のホームページもご覧いただければいいんで

すが、この実施要領の中では審査の基準も示してお

ります。５つほどの審査基準があって、１００点満

点で、その６０点以上を取る必要があるということ

にしております。価格については１００分の１５点

だけです。むしろ地域との関係性ということで、地

域への貢献というのが項目幾つかあって、１００分

の２５点、それから周辺環境への配慮というのが１

００分の２０点、合わせると、地域、地元への配慮

というものが１００分の４５点あります。仮にここ

がゼロ点だとすると、何ぼほかがええ点取っていて

も５５点にしかならない。そうすると６０点に満た

ないので、そもそも採用されないということで、地

域との関係性をいかに築いていこうかということ

をちゃんと配慮いただける事業者でないと、そもそ

も採用されんというような点数配分を意識して、も

うここはつくらせていただいていると。 

 ここは、もう今言った基準がそのまま実施要領で

示されていますので、必ず事業者はそういった意識

で手を挙げていただくことにならざるを得んとい

うところで、地元への配慮として、こちらのほうは

そういった対応をさせていただいてるという内容

でございます。 

 簡単ですけども、説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。何か

質疑はありませんか。よろしいか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 簡単なこと。非常にこの一つ

お尋ねしたいのは、やっぱり底地が市と民間という

こと。民間については、当然この年間の２８０万円

何がしの、これはアロケか、今、面積は確定してな

いということなんだけども、その民間は民間の面積

に応じて、それは当然市と民間ということで、それ

はどっちにもお支払いするということになるのか。 

 それともう一つは、その民間が、いやいや、もう

相続関係で市へ売りたいんやといった場合は、そう

いうことがないのか、それ。 

 それともう一つは、特にプールはまだ４年ぐらい

なんですね、補助を受けて３コース造りました。こ

ういうものの本当に適化法云々、こういうものがか

なりハードルが高いんじゃないかということ。 

 それと、前回もこの議会で出てましたけども、地

元のコミュニティっていいますんか、やっぱり小学

校が結節点になって、３世代のいろんな事業が校庭

であったり体育館で特に活動を行われている。この

辺のことについての整理はできていますでしょう

か。それについてちょっと教えてください。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） まず、市が借地をして

いる部分の話です。これは、今までからずっと、学

校である間も借地でありましたので、そのときのル

ールに従って今現在もお支払いをさせていただい

ているということですので、これは、これからもし

第三者にお貸しをする場合であっても、市として同

じ、相手方との、借地をうちがしているほうの分に

ついては、今までと同じルールの中でお借りをして、
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その分を市が払っていく、市は全体を第三者にお貸

しをするということになります。ですので、今お借

りをしている相手方との契約関係は変わらないス

タイルでやっていかせていただこうと。 

 例えば、あと売るということがあるかどうかです

が、仮に今、貸そうとしている第三者が売ってほし

いというようなことがあった場合には、ぜひご協力

をいただけたらというお願いはしておりますが、今

お借りをしているその所有者のほうが、積極的に売

りたいと思っておられるかというと、必ずしもそう

ではないというのが今、現状だというふうに考えて

おりますので、ここはそういった状況に応じて、必

要があれば、市もそこ仲介をしながら、そういった

お世話もさせていただけたらとは思っております。 

 それから、プールの関係ですけれども、平成２５

年に整備をしたということで、おっしゃられるよう

に少し新しいものなんですが、補助金は入っており

ませんで、これは起債だけで整備をしております。

起債のほうの扱いも同じように考えていく必要が

当然ありますけれども、今のところ、建物本体等々

については１０年以上経過しているのがほとんど

ですので、補助金を返せという話には多分ならない

と思っています。 

 ただ、承認手続はいずれにしても必要ですので、

要は、使い方によってその財源の扱いが少し変わっ

てくることがありますので、そこはその結果を見て

からでないと、こういう対応が必要だというのは、

今はちょっと申し上げにくいところがあります。 

 それから、地元の地域コミュニティとの関係性と

いうことです。地元は今でもそうなんですが、使用

貸借という中で、体育館とグラウンドについてはお

使いをいただけるような状況にしておりますが、こ

れが万が一、第三者がどこかこれは、はいっていっ

て手を挙げられた場合に、そこを例えばグラウンド

を本当にどういう形で使われようとしているのか、

もしくは体育館をどういうふうに使われようとし

ているのかの提案によって、まさにそのグラウンド

ならグラウンドを使うことが事業、体育館を使うこ

とが事業なのに、それをできませんっていうような

ことにしてしまうと、そもそも手が挙がらないと。 

 先ほども言いましたように、今こういうことで、

体育館やグラウンドを使っておられる、そういうこ

とを使い続けたいという希望があるということを

紹介して、それも条件の中では評価対象にはするよ

うにしておりますが、絶対条件にしてしまうと、そ

もそももうプロポーザル、多分成り立たないだろう

と思いますので、そこは今言ったようなことで、全

体としては、そこにご配慮をいただけるような条件

設定にはしているというところで、具体的などうい

う提案があったかによって、地元の区長会長のほう

ともお話をしながら、飲める話なのか、いやいや、

もう少し配慮いただけんかみたいなことがもしあ

るようでしたら、そういった調整はさせていただき

ますけれども、そこは提案のあった内容に応じての

判断ということにならざるを得ない。 

 だから、万が一グラウンドも体育館も使えないと

いうことがあったら、もう絶対駄目なのかって言わ

れると、そこは、場合によってはやむを得ないこと

もあるということで考えております。以上です。 

○委員長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） そしたら、まず、この特に借

地料のことについては、あくまでも鑑定評価を取っ

た額、③について、２８０万円何がし、これはあく

までも業者と市との話。借地者については、アロケ

は生じずに、今までどおりの、平米何ぼか分かりま

せんけども、その言わば借地料を市が払うというふ

うなこと、それで、かつまた２８０万円で十分それ

は、市としては、損失は出ないというふうなことで

すね。確認です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） 先ほどの資料の２ペー

ジをもう一度ちょっとご覧いただいたらいいんで

すが、イメージだけの話になりますが、表のところ

で①番です。今、うちのやり方でいう評価で、土地

については４，９５５万円っていうふうに言いまし

た。一方、３番ですね、土地の鑑定評価については

４，６８０万円ということで言いました。何ぼか差

はありますけれども、ほぼ近しい数字になっており
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ますので、結果としてそんなに差はなく、今、鑑定

をいただいたこの２８０万円割るの年額の中で、十

分やりくりはしていける数字になるというふうに

考えています。 

○委員長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 一応建物は貸与ということな

んで、その間、災害とか台風とか傷んだ場合、これ

は所有者は市ですから、それのやっぱり修理、修繕、

それについてはどういうふうなことになっておる

か。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） 基本的な建物であった

りの所有関係は市ですので、基本構造的なもので万

が一のことがあれば、そこは対応せざるを得ないか

なと考えていますが、日常の管理等々については、

もうそちらのほうのお借りをいただいた事業者に

お任せする。現状でそのまま引渡しはしますという

ことを条件にしておりますので、通常何事もなけれ

ば、そこで経費を生じるということは、あんまりこ

ちらのほうとしても想定はしていない。 

 ただ、大きな災害だとかで何かがあった場合には、

それは応分の対応はせざるを得ないのかなとは思

います。 

○委員長（西田  真） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） ちょっと、もうこれは売れな

いのは地籍調査ができてないというのが一つ大き

な理由ですね。ですから、公共施設マネジメントと

しては、当然これは、あくまでも１０年間はしっか

り市が管理をしていく。管理というのは、今みたい

な大規模的な被災した場合は、ちゃんと市の費用で

もって管理をしていくということを前提に貸して

くというふうなことですね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） 基本的な施設の所有関

係は市でありますので、最も基礎的なところで、何

かあればということはもちろんそうなんですが、通

常、普通に使っていただいてる間で経費が生じると

いう頭は、あまり持ってはありませんが、１０年間

ということでしておりますので、１０年間は少なく

とも今、契約を仮にはいって手を挙げていただいた

ところがあれば、そこと契約を継続、必ずすると。

ただし、その１０年後そのまま、その後も継続かど

うかってなると、要協議だと。 

 なおかつ、分かりませんけれども、例えば、１０

年以内でも、その事業者が売ってほしいというよう

なことがあった場合には、先ほども言いましたよう

に、底地がちょっと借地もありますので、そことの

関係も含めながら、調整はしていきたいということ

でございます。 

○委員（浅田  徹） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかにありま

せんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 それでは、当局職員の皆さんは、ここで退席して

いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午後３時５６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時５７分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

します。 

 第１０６号議案の審査につきましては、先ほど質

疑まで終えましたので、討論に入ります。討論はあ

りませんか。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） それでは、一般会計決算に対

して討論させていただきたいと思います。 

 市民税の減額という点では、コロナの関係もいろ

いろと関係してくるというふうに思っておるんで

すけれども、このコロナ禍の中で、市民生活という

のは非常に厳しい状況があるというのは誰もが認

めとるところだと思います。 

 したがって、これ以前から私は要望しております

けども、市民税の超過課税っていうのは、他の町で

は取ってないということがあるわけでして、全国で
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唯一。その点は、私はこれ廃止すべきであるという

ことを一貫して述べてきました。今回につきまして

も、この決算上、そのことが明記されてるわけであ

りまして、この決算について、賛成することはでき

ないといった意見を述べておきたいと思います。以

上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 私は、令和２年度一般会計決

算認定における市民税、固定資産税の超過課税につ

きましては、賛成の立場で討論いたします。 

 本市では、４つの危機に対応すべく、様々な事業

が展開されています。財政健全化には問題ないとさ

れるが、財政の脆弱化は続き、長期財政運営は重要

であります。都市計画税が廃止され、代替として市

民税、固定資産税の超過課税が実施されている。本

税は、市の財政が厳しい中、市民の日々の暮らしを

支え、特に下水道会計には大きく寄与しています。

安定的な財政確保には、超過課税制度は適切で妥当

であり、令和２年度一般会計決算は認定すべきであ

ります。 

 以上、賛成討論とします。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、認定すべきことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西田  真） 賛成多数により、第１０

６号議案は、認定すべきものと決定しました。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。 

午後３時５９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時５９分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、ア、委員会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議いただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩します。 

午後４時００分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後４時００分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは委員会を再開いた

します。 

 委員長報告に付すべき内容というのは特にない

ようでありましたので、そのように決定したいと思

います。 

 それでは、委員長報告についてですが、内容につ

きましては正副委員長に一任願いたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午後４時００分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後４時００分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開します。 

 これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当分科会に審査を分担されました案件の、本日の

審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について協議いただきたいと

思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時０１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後４時０１分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開
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いたします。 

 休憩中に、予算決算委員会に報告すべき内容につ

いて協議いただきましたが、特にないというような

ことになりました。 

 それでは、分科会長報告についてですが、内容に

つきましては、正副分科会長に一任願いたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で、分科会を閉会します。 

午後４時０２分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後４時０２分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 これより４、その他に入ります。 

 そのほか委員の皆さんのほうから何かあればお

願いいたします。何かありませんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ないようですので、以上を

もちまして、総務委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後４時０２分 委員会閉会 

──────────────────── 


